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第７日目（１２月１７日） 

○議   長（峠 佳一君）  おはようございます。散会前にひき続き本会議を再開いた

します。ただいまの出席議員数は３０名であります。これから本日の会議を開きます。 

（午前９時３０分） 

○議   長  本日の日程は一般質問といたします。なお、一般質問の質問時間制限は再々

質問の時間を含めて１人３０分以内といたします。１回目の質問に限り登壇して行っていた

だきます。また、質問内容を制限するものではありませんが、極力皆さん方から簡潔明瞭に

質問していただきたく、ご協力をお願いいたします。順番に発言を許します。 

 質問順位１番、議席番号２８番、若井達男君。 

○若井達男君  おはようございます。また、傍聴者の皆さんにはお寒い中、早朝より大変

ご苦労さまでございます。それでは通告にしたがいまして一般質問をさせていただきます。

久しぶりのトップバッターということで、かなり緊張しておりますが、ひとつよろしくお願

いいたします。 

市長選挙と新年度予算について 

新市が誕生して３年余りが経過しました。市長の任期も残り１年ということを切ったわけ

ですが、来年の１１月には市長選挙が予定されております。そのようなことで市長のお考え

を伺うということで通告してあります。 

市長、来年の今頃はどんな今頃になっているかお考えになったことありますか。来年の今

頃は「篤姫」も終わって、まさに「天地人」が放映される胸わくわくのどきどきの時期だと

考えております。あわせてあなたの立場もどういうかたちになっておるかと、そういうこと

でございます。 

先のあなたの拡大役員会で自分の身の処し方、それについては４００人からの役員の皆さ

んの中で、いま一度わが身を６万３,０００人の市民に委ねたいと。そして今期４年、そして

あらたなる４年で南魚沼市の土台をつくりたいと、そのように申しておりました。私もその

席に出席しておりました。あわせて翌日には新潟日報にその内容が私が今申し上げたとおり

掲載されておりました。しかし、１１月２５日については、あなた自身の役員会の席でござ

います。合わせて新聞報道は地方紙１紙ということで、すべての全国紙等に報道されたわけ

ではありません。読んだ人、読まない人、聞いた人、聞かない人、そういった中で市長自ら

の立場を表明するのは、やはりこの議場であるというふうに私は考えております。 

３０人、全員の議員が出席しております。また、あなた以下の特別職、そして市の管理職、

あわせて大勢の傍聴者、そしてこれはマイクを通した中に市施設にはそれぞれ流れておるわ

けです。そこで今もって、来年の１１月選挙に対するあなたのお考えを伺うところでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

次に財政健全化、新年度予算編成ということで通告しておきました。やはりこの新年度予

算の編成にあたっても、今ほど申し上げましたこの後どういう姿勢で新たなる１年、その後

の４年を立ち向かっていくかということに、この予算編成というものが大きなウエイトで出
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てくるというふうに私は感じております。 

財政健全化計画真っただ中でございます。そうした中３年経過したとき、まず初年度は、

六日町、大和の中の旧町の合算予算の消化。その後１７年につきましては南魚沼、それから

塩沢町の合併の中に合わせた１８年度予算の編成。私は１８年度決算のときに賛成討論に出

ました。井口一郎カラーが発揮されるのは１８年度予算からだと。そのように本人も申して

おりましたし、私もそのように受けとめておりました。 

しかしながら、これは皆さんご存知のとおり三位一体改革というそういった中に大きなず

れが生じてまいってきております。井口カラーを出したくても出せない。もう一歩見てみた

ときには、本当に我が市の財政はこれでいけるのかという中に陥っておりました。そうした

中、財政健全化計画が平成１８年から５カ年の計画で立ち上げられました。そしてそれが１

年経過し、今、２年目も経過しようというところになっています。 

また、本議会の最終日には全員協議会において財政シミュレーションも予定されておりま

す。皆さんのお手元にわたっているとは思いますが、この資料など本当はできればもう少し

前に出していただければ、私も予算編成についての中にある程度具体的に市長のお考えを問

うところであったわけですが。まあ数字的なことはさておきまして、新年度予算、２０年度

予算に対するまずあなたの基本的な考え方を、どういったところから予算編成が始まるかと

いうところをお伺いします。 

国の予算も８３兆円という規模でこれから調整されるというのは、昨日、政府与党で決ま

ったことで、今日の新聞にこれも出ているとおりでございます。第１次南魚沼市総合計画の

着実なる実施とそういうものを見たときに、１８年、１９年。１８年から始まった２０年の

新年度予算はローリングの最終年にあたっています。その中に継続事業、また新規事業とい

うものもそれぞれ含まれております。 

総合的基幹病院、総合的医療体制の整備調査ということで基幹病院をもとにしたもので、

これはあらたなる２０年度事業として入っておる事項であるというふうに考えております。 

また、待ったなしの少子高齢化。どんどん進んでおるわけですが、その中における子育て

支援事業の充実。また、教育文化面においては教育特区の認定がこの１１月２２日には受け

ておるわけですが、あわせて栃窪小学校の特認校の認定。また、学区編成等を踏まえた中の

教育問題。これらについても市長のお考えはどういうところに基本をおいておられるかとい

うところを伺うところでございます。 

そして都市基盤整備。これは私が今申し上げているのは、第１次総合計画は６項目から大

きく分かれてなっております。そういった中に基づいた中に、やはり必ずしや重点項目とい

うものは出てくるというふうに私は考えております。都市基盤整備については、今年度、来

年度で大和町インターの大型車の乗り入れを可能にすると。そしてこれはまた２４時間利用

ができるようにする。そういったことも出てきております。あわせて、これは市直轄直営と

いうことでありませんが、県事業で中心市街地の水害対策、それらを踏まえた中に十二沢川

の改修ということが載っております。そしてこの十二沢川の改修にあわせてやはり市道改良
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が新規事業として出てくるわけなのです。旭町上町線、あわせてこの正面の役場通り線、こ

れらは２０年度の中に新たに出てくる事業だというふうに考えております。こうしたときの

都市基盤整備事業に対する基本的な考え、そういったところがどこに置かれておるかも伺う

ところでございます。 

まだまだあります。始まっております本庁舎の整備。そして新たに始まります消防庁舎の

改築事業。そしてこれも始まっております斎場建設事業。これは２０年度には炉の選定まで

行うと。そしてその上に実施設計を始めて、２１年度には着手、供用開始というような状況

になっておるわけです。 

まだ細かく申せば、まさに限りない要点事項があるわけでございますが、数字的なことは

さておいてやはり基本的なお考え、あわせてその中の実施しなくてはならない重点項目、そ

れらをひとつ踏まえて伺うところでございます。また、市長の答弁によりまして再質問をさ

せていただきます。 

○市   長  おはようございます。今日から一般質問ということでありまして、また２

０名の議員の皆さん方からそれぞれご質問をいただいているところであります。誠心誠意お

答えしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

市長選挙と新年度予算について 

若井議員にお答え申し上げます。市長選挙と新年度予算についてということでありまして、

１点めの来年１１月の市長選挙に対する私の考えということであります。今ほど若井議員か

ら私の後援会の拡大役員会についてその際の発言はご紹介いただいたところでありますが、

繰り返しみたいになりますけれども、私が六日町町長に就任して１年７カ月。そして南魚沼

市長に就任させていただいて３年目が過ぎたわけであります。 

この間、ご承知のように平成１６年の中越大震災。これはまだ合併前、本当に直前であり

ましたけれども、私たちの地域にも相当の被害をもたらした。風評被害も大変なものでござ

いました。その後、時をおかず大和、六日町の合併がありまして南魚沼市の誕生。そして翌

年、塩沢町との合併。その中に今度は豪雪もありました。 

そういうことを乗り越えてきながら、皆さん方のそれぞれご支援ご協力のおかげで今日ま

でこれたわけであります。今、若井議員が触れていただきましたように、財政の問題もあっ

たり、あるいは今ほど触れましたように自然災害的な問題もあったり、そして合併直後とい

うことでありまして、なかなか皆さん方にわかりのいい方向性の見える市政を運営してきた

かと問われますと、やはり若干じくじたるものがあるということであります。 

そして私が市長選挙の際に掲げたスローガンといいますか一大公約的なものは、南魚沼市

をこの地域で完結できる、すべてのことが完結できる社会をつくり上げたいというのが、大

きな柱でございます。その実現のために３年間努力はさせていただきました。方向性として

は、おおむね見えてきたという部分だと思っております。今ほど触れていただきました基幹

病院問題。これはなかなか皆さん方の思うように進展をしているということではございませ

んけれども、着実に前には進んでいる。しかし、まだまだ全体的には姿が市民の皆さんの間
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に示されるというところではありません。この問題の解決なくして市民が安心して、安全で

この地域で過ごせるということにはならないわけであります。 

今一つは、常々申し上げておりますように、私たちの地域に何が欠けているか。これはや

はり大学の４年制の学部。そしてもう一つ大事なことは、雇用の場であります。この２つも、

大学問題はまだそれこそ緒に就いたばかりでありまして、国際大学の皆さん、あるいは県の

皆さん方とも相談をしながら、何としても４年制の大学をここに設置をしたい。 

そしてそのまた卒業生徒の受け皿としての職場の確保。これは大きな問題であります。私

たちの地域は今、工場団地という部分はもう盛っておりません。そういう中で、これからの

やはり職場の確保という部分については非常に厳しい場面があろうかと思いますけれども、

大型の工場を誘致するとういうかたちではなくて、やはり知能的な、そういう部分を集約で

きるような産業を何とかここに興し、あるいは誘致をしていきたい。それによって、それぞ

れ高校、大学で皆さん方が培われた能力、技能を生かせる。そういうかたちにもっていかな

ければならない。これも今まだ道半ばであります。半ばと言うよりまだこれも緒に就いたば

かり。 

そしていちばんまた大事なことは財政の問題であります。１７年から財政健全化という部

分に取り組んでまいりました。そして１８年には実質的には職員の給与、議員の皆さん方か

らもそれぞれご協力賜りました。給与のカットを含めて健全化計画に取り組む。今議会の最

終日に全員協議会で皆さん方にお示しをいたしますけれども、おおむねこの方向も実質公債

比率の問題とかそういうことについても、向こう１０年の中でおおむね解決ができる道筋は

立ったわけであります。これとて現実に歩を進める際に本当にこのことでやっていけるかど

うかという、こういう部分もまだあるわけであります。 

それらをきちんと仕上げて、そして後顧の憂いなく次代にバトンタッチをしたい。そうい

う思いから来年１１月の市長選挙に再度立候補させていただく決意を１１月２５日に申し上

げたところであります。私の身内の会ということでありますので、今、改めまして議会の公

の場で申し上げさせていただきますが、来年１１月執行の市長選挙に再度立候補をさせてい

ただく所存であります。 

このことにつきまして、マニフェストとか公約とかというこういう部分はまだ残っており

ますけれども、時期的には約１年後でありますので、いずれかの機会をとらえて私の今後４

年間の市政に対する姿勢、そして公約的な部分は発表させていただきたいと思っております

が、今、現段階では自分の中にある率直な気持ちを皆さま方に申し上げてご理解をいただき

たいと思っているところであります。 

次に財政健全化の中の新年度予算編成にあたり、基本的な考え方ということであります。

これは基本的な考え方という部分になりますと、とりもなおさず財政の健全化。これを本当

に確実なことにしたい。実質公債費比率県下ワーストワン、これからの早期の脱却。これが

やはり中心になるわけであります。そのうえで総合計画の実施計画の着実な推進を図るとい

うことであります。 
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重点施策といたしましては、今ほど議員、触れていただきましたように、何と申しまして

も教育の充実を図らなければならない。これはハード、ソフト両面であります。まだ耐震補

強工事も残っております。そして五十沢地区の小学校の統合問題もまだ残っている。そして

給食センターの整備の問題。これらもまだ残っているわけであります。こういうことをきち

んと整備をした中で子どもたちが安心をして学校で授業を受けられるという、この体制を１

日も早く築かなければならないという思いであります。 

ソフト面では、これも触れていただきました教育特区。先般、正式に認可をいただいたわ

けでありまして、これは発表するなと言われているので発表しませんが、近々総理官邸に出

向きまして認証賞をいただいてくるという予定でありますけれども。これをやはりバネにい

たしまして、南魚沼地域の子どもたちの学力をやはりきちんと確かなものにしていく。こう

いうことであります。 

子育て支援も少子高齢化時代には大変重要なことでありまして、おかげさまでそれぞれの

施策がある意味では市民の皆さん方から好評をいただいているところであります。ただ、そ

れが出生率の増加に結びついたかと言われますと、まだかたちとしてきちんと見えてはいな

い。ただ、不妊治療につきましては、確実にその治療の成果が上がって、母子手帳の交付と

いうところまでいっている数もある程度出てきているということであります。これは大きな

成果だと思いますが、そういうことも含めてただただ、お子さんを産んでいただきたいとい

うことだけではなくて、お子さんを産んでいただいた後のまたフォローといいますか、これ

も大切なことであります。トータル的に子育て支援の充実というふうに申し上げますけれど

も、さまざまな施策があるわけですが、この問題であります。 

コミュニティ活動の推進も新しい南魚沼市のかたちとして、できれば平成２０年度から全

地区で開発センター等を利用しながらのコミュニティ組織を立ち上げていただきたいという

思いであります。これもまだ全地区ということに決定はしておりませんけれども、おおむね

の地区の皆さん方からこのことに参加をいただいて新しいコミュニティ組織を確立して、そ

して市の発展の基礎につなげたいという思いであります。 

大河ドラマの問題もございます。先ほどおっしゃっていただいたように来年の今頃はもう

当然ですけれども、天地人の放映間近ということであります。それに至るまでの間、８月か

らロケが始まるようでありますが、未だＮＨＫのプロデューサーが私たちの地に訪れたとい

うことではありませんし、この筋立ても脚本も内容が全くまだ不明であります。どういうか

たちで兼続公が描かれて、そしてそれを私たちがどういうかたちでこの地域の活性化や今後

の教育に生かしていけるかという、この問題はまだ残っておりますけれども全力をあげてこ

のことに取り組んで、放映後の私たちの市の活性化と、先ほど触れましたように教育の問題

にも生かしていきたい。そういうことでありますので大河ドラマ天地人プロジェクトの推進、

１月１日より専任事務局長と職員を配置をいたしまして、このことに取り組ませていただこ

うと思っております。 

また、同じ年に国体が開催されるわけであります。２順目国体であります。私たちの地域
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は皆さん方ご存知のように自転車のロードレースとそしてテニスであります。やはりこれも

また全国から大勢訪れていただく絶好の機会でありますので、大会の成功と私たちの市の売

り込み。このことに全力をあげなければならない。最終的にはそういうものをすべてやって

いく中で、財政健全化への本当の道筋を２０年度にはきちんと確立をしたい。そういう思い

で来年度の予算編成にあたらせていただきたいと思っております。 

都市基盤整備の問題で、これはまた議会の皆さん方にもこの場を借りてお願いしなければ

ならないわけでありますが、ご承知のように道路特定財源の行方が全く混沌としておりまし

てわかっておりません。以前、建設部長が皆さん方にどこかで話をしたわけでありますが、

今、道路特定財源がいわゆる暫定税率が維持をされないということになりますと、私たちの

市に直接的に影響の出てくる額が５億円から７億円であります。これはもう全く生の金額で

ありますので、その及ぼす影響というのはこの何倍にもなるということであります。 

臨時交付金事業、これがほとんどできなくなるということでありますし、当然であります

けれども、道路の特定財源が入らなければ、私たちの市で発注する工事以外に、国、県これ

らもすべてやはり財源不足に陥るということであります。大混乱になるわけでありますが、

なかなか今の国会の情勢がそれを許す状況でもないように伺っております。全力をあげてこ

のことに私たちは、これは党派を超えて取り組ませていただかないと大変なことになるとい

う思いでありますけれども、今、触れましたように全く見通しが立たない。 

ですからこれがもし暫定税率の維持ができないということになりますと、来年度の予算編

成は一応組んでみても、またもとの木阿弥に戻る可能性が非常に大きい。そういう部分があ

りますので、また議会の皆さん方からもこの維持のために特段のひとつご協力をお願いした

いと思っております。 

斎場も消防もおっしゃるとおりであります。一つ一つきちんとした道筋を立てて、そして

市民の皆さま方に明確に情報が発信できるように努めてまいりますので、またご指導、ご鞭

撻をよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○若井達男君  市長選挙と新年度予算について 

前段の市長選挙につきましては、よく理解することができました。それで公約についても、

私もこれはいつどういったかたちで述べられるのかなというふうに考えておったわけですが、

市長そのものが公約についても時期を考えているというようなことのものですから、それは

またそれとしていいというふうに考えています。 

今１点。この首長――町長時代からですが、それについてあなたのお考えを伺っておきた

いということが１点ございます。六日町町長に１５年の４月に当選されました。そのとき、

やはり当選の喜びとあわせて自分の豊富、そういったものが述べられております。日本一の

六日町をつくるのだと。これはメディアの前でお話されていました。私はその脇におりまし

たのでよく聞いておりますし、すばらしいことだというふうに感じておりました。 

そうした中、今ほどの市長の答弁にもございましたように、合併、合併というものを重ね

てきております。そして新たなる南魚沼市が誕生しているわけですが、この南魚沼市を日本
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一の南魚沼市にするのだという、そういったお考え、お気持ちがどの程度のものかというふ

うに伺うところでございます。日本一といって、すべてが、ものが、施設が日本一というふ

うには私も考えておりません。やはり自然豊かなこの南魚沼にいたときに市長、申し述べて

おられるように、やはりここに生まれてよかった。ここで育ってよかった。そして最後の最

後まで六日町住民、南魚沼住民でよかったというところを感じたときに、それがその本人に

とって日本一の地域であり、南魚沼であるというふうに私自身は考えております。その点に

ついてどういったお考えになっておるかどうかを伺うところでございます。 

それから新年度予算編成についてでございます。これも考え方についてよく理解できまし

た。１点だけちょっと私も登壇したときに同じというふうにも考えておったわけです。また

市長の方から答弁の中に出てくるかというふうに考えておったことが１点ございます。市営

野球場建設ということでございます。これも記者会見されて、その翌日やはり新聞報道され

たということでございますが、２０年から４年がかりで建設を予定しておると。プロ野球が、

公式戦がきてもきちんとした体制で臨まれる市営球場をつくるのだということでございます。 

確かにこれ１点をとったとき、財政等を考え合わせたとき、本当にそれで大丈夫なのかと

いうようなことを心配される市民もおります。また多分議員の中にもおられるわけですが、

これらは今ほど市長述べられたように、財政健全化と見合わせた中で当然のことながらやっ

ていかなくてはならないというように考えておりますが。 

が、ここで１点私が申し上げたいのは、これは市民にとって明るい大きなニュースだとい

う声を、私はここ数日間聞いてきております。私もこの問題には集まりがあったときに、私

自身が昨年の９月議会で市営野球場はどうですかということを一般質問で取り上げさせてい

ただいたと。それに対してそのときには、まだまだ様子を見ながらやっていかなくてはわか

らないというような状況であったわけです。まさに少年野球をやっている子どもたち、それ

に携わる親たち、またそこに携わる指導者の皆さん、あわせて少年野球にかかわらず、高校

野球、社会人野球、それらの人たちはまさに待ち望んでいたこの野球場建設問題であるとい

うふうに考えております。ひとつこれらも財政と見合わせていった中で、やはりきっちり進

めていっていただきたいというふうに考えております。この野球場建設についてもひとつお

考えがありましたら、お聞かせいただきたいということでございます。以上です。 

○市   長  市長選挙と新年度予算について 

若井議員の再質問にお答えいたします。よく覚えていていただいてありがとうございます。

もう５年も前になるわけでありますけれども、まさにそのとおりでありまして、ただ、今お

っしゃっていただきましたように、日本一か世界一かこれは別にいたしまして、それを市民

の皆さん方そう感じていただけること、あるいは外部から評価を受けること、２通りあるわ

けです。でき得れば、まずはやはり市民の皆さん方から我々は日本一のこの地域に住んでい

ると。生まれてよかった。ここで過ごされてよかったというふうに思っていただけることが

まず先決でございます。そのために、先ほど触れましたようにやはりこの地域ですべてのこ

とが完結できる社会をまずつくりたい。これができあがった暁には間違いなく市民の皆さん
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方からこの地域にやはり生を受けて、そして暮らしてよかったと思っていただけるというふ

うに確信をしております。 

外部的には千載一遇のチャンスでありました「天地人」であります。これをやはり契機に

外部的に大きく売り出していきたい。先般、市長会で出している、全国の市長のところには

配布されている冊子でありますけれどもそこに寄稿いたしまして、この「天地人」のことと

地域完結型社会の考え方を述べさせていただきました。見る人は見ていただけると思ってい

ますので、新潟の名も知らぬ南魚沼市というところはそういうことをやっていると。そうい

うことに期待をかけてやっているということは、全市にある程度発信はできたのだろうと思

っております。これはやはり私たちだけがそういう動きをしていても効果がそう広がるもの

ではありませんので、市民の皆さん方全体から考えを共有していただいて、まさに日本一の

南魚沼市、内外ともそういうかたちで評価を受けるようにしていきたい。 

今、一つだけあるのはコシヒカリであります。これは日本一の産地でもありますし、品質

的にも南魚沼市産のコシヒカリはもうこれは日本一ということになっています。こういうこ

とを積み重ねながら長い期間はかかるかもわかりませんけれども、そういう社会にしていき

たい。またあらためて思っているところであります。 

野球場の件につきましては、この後、２名の議員の皆さんからまたご質問がありますので、

その際に詳しくお答えをさせていただきますが、私は野球であれ、サッカーであれ、どうい

うスポーツであれ、やはりスポーツは非常に子どもたちに大きな夢を与える。その中でも、

今、私たちの市内にいちばん多いのは野球愛好人口であります。これは署名が８,０００人と

いうこともありますけれども、潜在的に見ますと例の六日町高校が甲子園に出場した際、こ

れはもう――当時は六日町でありましたが、六日町町民あげて熱狂的な歓声を送ったわけで

あります。そしてこちらにいらっしゃらない六日町出身の方、東京、六高の同窓会とかそう

いう皆さん方からも本当に多大なご支援をいただいたわけであります。 

野球だけだということではありませんけれども、今、子どもたちにも、そして大人にもい

ちばん夢を与えるスポーツは私は野球だと思っています。そして野球をきちんと、今おっし

ゃっていただきましたように公式戦ができるような球場がない。これはやはり地域にとって

非常にマイナス、痛手だと思っております。球場を作ってその後の管理運営、これも非常に

困難的な部分は予想されますけれども、そこはやはり工夫をしながら最小の費用で最大の効

果をあげるようにもっていかなければならないわけであります。このことによって地域の子

どもたちが、特に地域の子どもたちが大きな夢を持っていただくと。 

そういう意味でもこの野球場建設にはやはりどうしても今の財政健全化という問題があり

ますけれども、その中でそれぞれ職員からも工夫をしていただいて、財源的にはきちんと確

保はできるという見通しが立ちましたので、平成２２年調査開始、できれば２４年完了とい

うことで進めてまいりたい。 

先般、筑波大学にもおじゃまをさせていただいて、用地の譲渡に関してお願いもしてきた

ところでありまして、感触的には相当前向きに検討していただけるだろう。あわせて筑波大
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学の野球部もできた際はこちらに来て、大学野球といえばもうプロの一歩手前ですから、非

常にすばらしい高度なプレーが見られるわけですので、そういうことも含めてお願いをして

きたところであります。必ずこれはやって、そして間違いなく市民の皆さん方、南魚沼市の

ステイタスを上げるためには大きな役割りを果たすというふうに確信をいたしているところ

でございます。 

○議   長  質問順位２番、議席番号６番、関常幸君。 

○関 常幸君  おはようございます。早朝より傍聴においでいただきありがとうございま

す。皆さんがこうして議会に来られるということが市政に参加するということであり、市の

発展のためにも大切なことであります。これからもいろいろの機会を通して積極的にご参加

ください。今日は本当に寒い中ご苦労さまです。初当選からあっと言う間の２年間でした。

あと２年の任期です。初心忘れるべからずを肝に命じ、これからも市の発展のために鋭意努

力いたしますので、議員諸氏からも今まで以上にご指導のほど、よろしくお願いしたいと思

います。 

１ まちづくりについて 

先に通告いたしました２点について質問いたします。最初にまちづくりについて伺います。

若井議員の質問に、５年前に六日町を日本一の町にする、まちづくりについて市長の考えが

披露されましたが、皆さんもよい町とはどんな町がいい町なのでしょうか。１０人いれば１

０人とも考えや意見は違うと思います。若い人、高齢の方、男性と女性、さまざまな意見が

あると思います。そういう中で私の考えるよい町とは、老若男女住んでいる人が自分の町を

誇りに思い、生き生きと話されること、がよい町だと思います。「おらの町は若い諸がいなく

て年寄りばっかりで、これから先どっけになるのだろうかのう。これから冬は寒くて嫌だし、

どっか暖かいところへ行きたいぜや」と言うのと「若い諸は外へ出て働きに行ったが、おら

の町には春の山菜、秋のきのこ、それにウサギにタヌキ、最近はサルも出てくる。豊かな自

然は日本一だ。そしてこの雪は天の恵みだ」。私はそこに住んでいる人が自分の町を愛し、誇

りに思う方が大勢いることがいい町だと思います。 

そこには住民と行政、住民同士が信頼し合っているからです。つい先週の木曜日、１３日

に八色まちづくり協議会で地域振興局、市の皆さんと新発田市にまちづくりについて勉強に

行ってきました。また、先月の１１月の２２日には県の金子土木部長が来られ、毘沙門通り、

八色の森公園、八海山水無渓谷の現地を訪れ、その後、勉強会を開催いたしました。その視

察や勉強会を通じ、今、いちばん心配し懸念していることは、八色の森公園付近や学園都市

にふさわしくない看板やけばけばしい色彩の建物。また八海山や駒ケ岳の魚沼三山の景観を

損なう高さの建造物や住宅ができることです。 

来年、基幹病院の概要が見えてくると、企業の進出や不動産が動き、その動きは年々加速

すると思います。建物や建造物は建てれば５０年、１００年存在いたします。八海山、黄金

色のコシヒカリ、八色の森公園、基幹病院や大学等の学園と共生、共存した施設でなければ

なりません。３月議会で市長は私の質問に、景観行政団体になると言明いたしましたが、取
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得が遅いように思います。その時期はいつなのか伺います。そして早く景観行政団体となり、

景観計画を住民と一緒に一体となり早くつくるべきと思います。景観計画作成のスケジュー

ルの考えも合わせて市長に伺います。 

今、毘沙門通りではまちづくりについて、地域の皆さんといろいろと話し合いを重ね、県

と市の支援を受けながら３回のワークショップを開催し、熱い議論を戦わせている真っ最中

です。先月の２９日、市主催の認知症地域ケアネットワークでまちづくりの講演を聞き、ま

ちづくりについて頭からハンマーでがつんと叩かれた思いがいたしました。高齢者や弱者に

安全で優しいまちづくりでなければならないと話し合っていますが、言葉だけが先行してお

りました。 

真のまちづくりとは、道路がよくなったり、景観が整備されることばかりではなく、そこ

に住んでいる人全員健常者も障害を持った方も、そして認知症の方も外に出たら安心して歩

けるような町でなければならないということです。そのためには、道路整備以上にそこに住

んでいる、暮らしている人々がともに支えあい、ともに助け合う地域のコミュニティが大切

なのだということです。都市計画や道路整備のハードの面ばかりでなく、住民が支え合うと

いう視点、組織づくりが、ソフトの面が重要と思いますが、市長の考えを伺います。 

２ 人事評価について 

次に人事評価の導入について伺います。市長は初日の議会、第１０３号議案、職員の給与

に関する条例の一部改正についての質問の中で、明快に人事評価については導入する。その

人事評価の意義、必要性についても十分認識されております。昨年の３月の私の一般質問で

も、新しい組織体制になったら検討し、早く導入したいと答えております。初日の議会で市

長はこの人事評価システムの導入には最低２年から３年くらいかかると言っており、試行的

に順次実施する考えのようです。 

市長、市政は待ったなしです。今日も８００人からの職員の皆さんが市民のために懸命に

働いております。職員のやる気と能力なくして、重要課題の財政健全化問題や市長が目指す

「義と愛」による愛民の精神を受け継いで、「市民一人ひとりが市政の主役」のまちづくりは

市長が旗を振るだけで終わってしまいます。新潟県３５市町村の中でも井口市長は時勢を的

確にとらえ、決断、行動とも迅速で私は誇れる市長でもあります。 

しかし、職員へは甘いように私は考えております。それが一般的に見られる、市長の職員

出身のせいなのかもしれません。管理職は概して市長はいい市長だとか、また職員は私の課

長はいい課長だなという雰囲気の職場が見られます。それが悪いということではありません

が、仕事に緊張感がないと感じるのは私ばかりでしょうか。職員の皆さんは優秀で高い能力

を持っていますが、それが引き出されないというところに問題があるのです。市長、人事評

価の導入に２年くらいはかかると言っておりますが、新年度から、今から準備をされても十

分対応できます。日本に入って５０年、企業では当たり前の人事評価。そして地方公務員の

人事評価システムも完璧に完成して実施している市町村もあります。ご存知のように人事評

価が処遇、給与や賃金に差をつけるのが目的ではないわけであります。目的ではないです。
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職員、個人個人の能力開発と能力向上が目的であるからです。そのことが市民サービスの向

上につながるからです。市長の所見を伺います。以上で壇上からの質問を終わります。 

○市   長  関議員の質問にお答えいたします。 

１ まちづくりについて 

景観行政団体の件であります。これは私が３月でしたか定例議会で景観行政団体になると

いうことを申し上げたところで、それが県内では５番目の名乗り上げだということも申し上

げたところであります。時期的なものにつきましては、今現在、関さんも懸命に取り組んで

いただいております県単の景観モデル事業。浦佐地区で実施をしておりまして、これを通し

て県との協議を今進めているところであります。今年度末に知事の同意を得られるという予

定であります。そしてその後、来年度から２０年から３カ年で景観計画を策定する。こうい

う予定を今立てて取り組んでいるところであります。 

当然ですけれども、今度２０年からの３カ年の景観計画の策定にあたっては、市民の皆さ

ま方からの合意に基づいた有意義な計画、これはもうやらなければならないわけであります

ので、学識経験者、市民の皆さん、そして関係団体の代表これらによる検討委員会を立ち上

げて内容を検討していきたい。市民の皆さんから広くご意見をいただきながら進めていくと

いうことであります。一応そういうスケジュールを立てておりますのでご理解いただきたい

と思います。 

バリアフリー関係でありますけれども、おっしゃっていただいたように施設だけが整備を

されてもこれはやはり真のバリアフリーにはならない。心のバリアを取り除かなければなら

ないということでありまして、それは十分認識をさせていただいているところであります。

私どもの総合計画の基本理念にも「人の和で支えあう安心のまち」ということがございます

ので、当然ですが弱者や高齢者を区別しないで、あらゆる人たちが正常に社会で暮らせる。

横文字で言いますと、「ノーマライゼーション社会」というふうに言われているそうでありま

すが、この実現を目指していきたいと思っております。 

こういう基本的な事項をきちんと踏まえながら具体的な取り組みといたしますと、今実施

していますのが地域福祉計画の策定。これは１８年の２月に調査をやりました。そのアンケ

ートによりますと、高齢者や障害者にとって住みよいまちづくりのために重要なことについ

て、この地域の支え合いが大事だと答えていただいたのが１３項目中の上から３番目という

ことで、これは市民の皆さん方もやはり皆で支え合う社会だと。これが重要だということを

十分ご認識をいただいているということであります。 

そしてこの支えあう環境をつくるための地域福祉への意識高揚が大事だということであり

ます。当然ですがやはり理解をしなければならないわけでありますので、弱者や高齢者に対

する理解を深める。この取り組みの一貫といたしまして、学校での福祉教育の実施、あるい

は小中高生に対する体験授業。これは社会福祉協議会で実施をしております。それから幼児

から高齢者まで、生涯学習の意識の啓発、あるいは情報提供、人材育成これらを今やってい

るところであります。 
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それからもう一つは、先ほどもちょっと触れましたが、地域コミュニティ創造事業、この

中でその地域地域で支え合う、地域連携をやっていく、この強化も図っていきたい。今年度、

認知症のモデル事業も実施をしております。これは今ほど議員おっしゃったとおりでありま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

そんなことを進めながら今、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動円滑化

の促進に関する法律、これがバリアフリー法でありますけれども、これに基づいて浦佐地区

交通バリアフリー基本構想を策定中でありますので、またそれぞれご意見を賜りたいと思っ

ております。 

２ 人事評価について 

人事評価についてであります。この評価の目的は議員がご指摘いただきましたように、人

を評価するということではなくて、やはり能力を開発していくという。この方が当然なこと

でありまして、それによっての人事管理をきちんと行うということだと思っております。そ

こで２年が長いということでありますが、人事評価、これがやはりなかなか評価する側のレ

ベルアップをきちんと図っていかなければならないということであります。評価の客観性と

安定性、そして職員の――これはまたちゃんと返さなければならないわけですので。 

それから今、触れましたように評価する職員のレベルです。目線のやはり本当に公平公正

にやっていかなければならないということ。試行期間２年ということにつきましては、これ

は評価する職員の研修期間と評価システムの改善期間というふうに考えております。いずれ

にいたしましても、早期に試行から本格実施に移っていきたいと思っておりますが、試行期

間中であっても評価による成績はきちんと反映をさせていかなければならないと思っており

ます。 

私も一度専門家から講義を受けたことがありまして、一般企業では当たり前のようにやっ

ていることであるが、公務員関係ではなかなかこういうことが行われてこなかったという、

その中でやはり焦って、早急にやって失敗するという例がものすごくあると。結局評価する

人が信頼をされなかったりそういうことにつながりかねない。ですから、焦らずにきちんと

した信頼関係を築くところから始めないと、間違いなくとは言いませんでしたけれども、大

きな失敗の原因になるということを講師の先生からも伺ったことがあります。そういうこと

も含めてやらないことではなくてやりますが、やはり慎重に対応するということであります。

いちばんの問題は今ほど触れましたように、評価する側、これが非常に難しいと思っていま

す。 

今、大体考えておりますことは、評価にあたりましては、被評価者が自己評価をまずして

もらうということでありますね、自己評価。所属の上司、これが課長であります。これは大

体課長だと思っていただきたい。第一評価者。そしてさらに部長等がその上にもう一段評価

を重ねる第二評価者。この間にいわゆる課長等は職員と個別面談もきちんと行いながら、職

員にそれをフィードバックしていかなければならない。全体的な流れとしては、そういうシ

ステムを今考えているところでありまして、人事係で鋭意取り組んでいるところであります。 
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極力早く本格実施ということは考えております。２年というのは大体そのくらいの期間が

必要だろうというおおまかな認識でありますので、なるべく早く実施していくということに

は変わりございませんので、よろしくお願いいたします。 

職員に甘いという部分。私が職員出身だからということは別にいたしまして、甘いという

のがどういうふうに甘いのかちょっとわかりませんけれども、とられている部分があるとす

れば、きちんと自分を戒めなければならないと思いますが。私は基本的にはやはり職員が気

持ちよく、そして明るく市民の皆さんに接していただく、働いていただく。これが基本だと

思っておりますので、あまり人事権を乱用しての恐怖的な人事だとか、そういうことはやり

たくないし、性格的にそれはどうもできない。首長の条件の一つの中に、職員の生首を切っ

て平然としていられる、これが一つの条件だというふうに言われておりました。いろいろあ

りました中で私はそれが該当しませんで、どうもちょっと失格なのかもわかりませんが、そ

のくらい冷徹な目を持って、強い信念を持ってやらなければならないということだと思って

おります。そういう目は持ちたいと思いますが、職員をただただ恐怖感を与えるようなこと

だけで追いまくるということは基本的には私はやりません。したくもないし、やりませんの

でそれが甘いと言われるゆえんかもわかりませんけれども、北風と太陽という政策の中では、

太陽的な方向を私は目指していきたいと思っております。またそういう中でちょっとご指摘

する点がありましたら、ご指摘をいただいてご指導いただきたいと思っております。以上で

あります。 

○関 常幸君  １ まちづくりについて 

まちづくりについては期間が設定されましたが、市長、私が考えている中で、基幹病院も

まさかけばけばしいような色彩にはならないと思いますし、高さも含めて、そういうことも

私は心配しております。基幹病院だけ別だなどということは考えておりません。そしてまた

これは私どもの範疇ではないかもわかりませんけれども、隣に水の郷の工業団地があります。

そこに対しても今私どもではこういう自然の景観を大事にしているのだよということが、抑

止的なり、こういう話が魚沼市の方にも広がってくれて、水無を挟んで一体的な環境にある

わけでありますので、そんなことも今の景観計画をつくる中でされていけばいいなと思って

おります。 

２０年からそういう作業に入るということでありますので、このことについての人選も含

めて、私は非常に期待をしております。これは今の大和だけではなくて、坂戸山に直江兼続

の伝生館なるものがあるというような考えがあるようでありますが、そこにそぐわないよう

なものができてはいけないわけであります。今の牧之通り、つむぎ通り。そういう全体、拠

点拠点。本当にこれは地域と一体になって考えていくというようなことであります。これは

私どもがそういうことに対して、今までの人生の中でそういう経済の中で流れてきていたの

でという、私どもの責任も相当あるわけであります。ぜひこの３年間の中でやっていかなけ

ればならない問題だと考えておりますので、お願いしたいと思います。 

それから後段のまちづくりについて、福祉の関係について話されましたが、私はやはり具
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体的にぜひそういう組織づくりができなくてはいけないのではないか。例えば具体的に都市

計画と福祉課が――都市計画が作ったのが福祉課が閲覧するというふうなレベルではなくて、

そういうふうなものも私は大切だし、そうでなければならないのではないか。今言ったよう

に、バリアフリーだとか、段差のないだとかというのは当たり前であるわけでありますので、

そこから一歩突っ込んだ具体的な行動も私は望みますので、考えを伺います。 

２ 人事評価について 

それから人事評価についてはこの後の樋口議員の方から能力開発という中で話が出てくる

と思いますが、とらえるところは同じなのです。職員の能力をどのようにしていくかという

意味で私は市長に甘いというようなかたちで言ったのですが。２年間ということについて、

これは宝の持ち腐れになります。これはやはり私は大変な問題だと思います。試行的に実施

していく。当然そうだと思いますけれども、私もこのことについては経験があります。今、

近くの農協では入って４年になりますが、すごく起動しておりますし１年目から試行ではな

く、それをどういうふうに反映するかというのは別として、全員で取り組んでいるという中

で常に勉強しながら改革しながらやってきて、徐々に動いてきているということであります

ので、是非ここのところについてはまず取り組んでいく。 

そして評価者についても確かに人が人を評価するわけですので、最初は本当に大変でした

が、それも評価者の調整会議というものを年に数回やります。２０人の課長、管理職がいれ

ば２０人の見方が違うわけでありますので、それもやる中で慣れてきます。いろいろなビデ

オを観たりだとか、いろいろな事例を観たりとか。例えば残業する職員に対して１０人の管

理職がいれば１０人の管理職の評価が違いますが、そうであってはいけないわけであります。

そこのところはしっかりと事例、１００とか２００くらいの項目の中でやっていくというよ

うなことでありますので、ぜひこの２年間というのは職員に対しても悪いわけですし、市民

に対してのサービスにも落ちるわけでありますので、市長が今、早くというようなことで言

っておりますので、ぜひそういう方向で進めてもらえればと。その点、今一度お願いしたい

と思います。以上です。 

○市   長  関議員の再質問にお答えいたします。 

１ まちづくりについて 

景観行政団体の件でありますが、もちろん基幹病院も水の郷工業団地は私たちの地域では

ありませんけれども、本当にそれこそ川一つ隔ててですから同じと言えば同じようなところ

であります。魚沼市さんの方にも私どもの考えをきちんと伝えて協力していただけるように

進めていかなければならないと思っております。 

基幹病院そのものも６階建て７階建てなどということには私はならないと思うのですけれ

ども、これも県の方にはきちんと伝えながらやっていかなければならない。今、六日町病院

が５階建てでしょうか。ですから５階建てくらまでのものができるのかどうか。この辺はま

だちょっとわかっていませんので、当然ですが景観を損ねることのないようにやっていかな

ければならない。その思いはきちんと県の方へはお伝えしてまいりたいと思っております。 
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障害者といいますかバリアの関係であります。当然でありますので、いろいろ施設ばかり

ではなくて、気持ちをとにかくどう皆さん方から醸成していただくかということであります。

そういう基本的な事項をきちんとふまえて、市はもとよりでありますけれどもやはり関係機

関の皆さんとの連携、そして市民の皆さんとの共有といいますか思いの共有。これをきちん

と進めていきたいと思っております。 

現実的には先ほど触れましたように、バリアフリー基本構想とかそういうこともやってお

りますが、都市計画、建設部と福祉保健部との連携。これは大事なことでありますので、ご

提言のとおりお互い情報を交換しながら間違いのない方向を進めていきたいと思っておりま

す。 

２ 人事評価について 

それから人事評価であります。試行期間という、ちょっと関さんも今おっしゃっていただ

いたように、要は繰り返しながらやるという、きちんとした部分が確立するのが確か２年く

らい先になるのではないかということを申し上げたわけでありまして、試行的なことはやる

わけです。今、議員おっしゃったように農協さんでやっていただいたように。結局いろいろ

な部分が出てきまして、どうしても修正しなければならないこととか、いろいろ出てくるわ

けですので、そういう意味も含めて試行期間と申し上げました。 

ですので何でもやらないで準備するのに２年ということではありませんで、実質的にはや

ってまいります。やってまいりますが、ある程度１００パーセントということにはならない

かもわかりませんけれども、きちんとしたものが確立できるのが２～３年後ではないかと、

こういうことで申し上げましたのでご理解をいただきたいと思っております。 

○議   長  ここで暫時休憩いたします。再開は１０時５５分といたします。 

（午前１０時３６分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５５分） 

○議   長   質問順位３番、議席番号１５番・樋口和人君。 

○樋口和人君  おはようございます。では通告にしたがいまして２点一般質問をさせてい

ただきます。 

１ 職員の教育・研修について 

まず職員の教育・研修についてという項目ですけれども、今、南魚沼市では職員に対して

それぞれの時期に職能教育ということで研修を行っているようですけれども、現在、民間で

は職能教育の他に顧客満足度、この向上のため、あるいは他社との差別化を図って厳しい経

済情勢を乗り越えていくということで、社員の個々の自立心、あるいはやる気、責任感とい

うことを醸成するために自己啓発、あるいは能力開発という教育研修を行っているところが

かなりあります。これは大小ですね、大きい小さいにかかわらず本当に真剣になって社員の

能力開発には取り組んでいるというのが現状であります。 

また、最近ではこの研修を取り入れている自治体。自治体でもこういうことを取り入れて
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いるというところがかなりあるようにも聞いております。こういったことでこの南魚沼市で

もこういった研修、教育を今後取り入れていくお考えがあるかどうか。このことについて１

点目、お伺いをいたします。 

２ 観光振興、誘客活動について 

次に観光振興、誘客活動についてということであります。議会初日の市長の所信表明、行

政執行状況報告の中で友好都市を中心に１１カ所――１１カ所といいますか、イベントに参

加をしたと。それについて当市のピーアールですとか、あるいは冬季の誘客活動を行ってき

ましたということで報告がありましたけれども、手ごたえはいかがだったのでしょうか。 

報告を見ますと、４０日の間に集中しているイベントそれぞれに参加をしてピーアールし

てくるということで、非常にタイトなスケジュールの中で大変だったなというふうに考える

わけですけれども、どうも見ていますと観光関係の皆さん、観光協会関係、あるいは観光関

係。それから市の商工観光の職員の方でしょうか、そういった方が参加しているようですけ

れども、こういった方たちばかりでは、ピーアールしていくのは非常に限界があると私は考

えております。 

今後多くの南魚沼市の市民からもこういったことに参加をしていただく。そして民間レベ

ルでの交流をしていく。このことが本当の意味での観光の誘客活動となると思いますけれど

も、今後こういったことで広く市民へ参加を呼びかけていくと、こういったお考えはないか。

この２点についてお伺いをいたします。先ほど関議員からの宿題がありましたが、このこと

についてはまた後ほど再質問の方でお伺いをしたいと思います。以上２点、よろしくお願い

します。 

○市   長  樋口議員の質問にお答えいたします。 

１ 職員の教育・研修について 

職員の教育研修についてでありますけれども、先ほど関議員にもご答弁申し上げたように

職員個人の能力の開発、それから向上を通した人材づくり。これはもう本当に私たち地方自

治体の活性化策のいちばんの切り札だというふうに認識をしております。 

職員の積極的な自己研鑽のための研修につきましては、従来から研修費の助成、あるいは

職務専念義務免除、これらを奨励しておりまして、これからもさらにそれは周知をしていき

たい。そして従来は職員研修につきましては、各職場、各課におきまして、県などが主催す

る業務研修。これに加えて新採用。あるいは係長、課長、これらの階層の研修。それから接

遇、民法、これらの研修。それらを総合事務組合と自治研修所に実施を委託しておりまして、

計画的に職員を派遣しているところであります。これにつきましては、総合事務組合主催の

研修には階層別と専門別とございまして、合計１８年度では４０名。それから自治研修所の

委託研修は４４名参加をさせていただいております。 

さらにそういう研修の際の講師としても市から数名の職員を派遣いたしまして、講師とし

ての自己研鑽、これも積ませているところであります。それから外部機関に研修を委ねると

いうことだけではなくて、市の職員が講師になって市の職員に対して研修会、これを企画し



 - 17 -

ていきたいと思いまして、今年度は手始めに税務研修、これを税務課の職員が講師となって

実施をさせていただきました。次年度以降、各部の若手職員を中心にして、研修企画運営委

員会という――名前が決まったわけではありません――こういうような組織を作って積極的

な内部研修、これを企画、実行していきたいし、講師、これも受講者ともに、特に講師の方

になりますと、相当のスキルアップが必要でありますのでさらにそういうことのアップを図

りながら、市に対してのやはり施策の提言書、あるいはプレゼンテーション、これらの表現

や折衝能力開発もやはり考えていかなければならないことだと思っております。 

国家公務員法。国家公務員に習っての自己啓発による休業の制度は、もっとまた充実させ

ていかなければならないと思いますが、これは３月の定例会に予定をしておりますけれども、

職員が大学等に就学する際に要する休業の制度化。あるいは国際協力機構の奉仕活動による

休業制度。これらをきちんと条例の中に盛り込んでやっていきたいと思っております。 

そしてまだ決定をしたということではありませんが、ほぼそういう方向で取り組んでおり

ますけれども、意欲のある若手職員からやはり応募がありまして、来年度以降、県の市町村

課へ研修派遣して経験を積ませようということも予定しております。こういう派遣研修。こ

れはいずれは民間企業というようなことも考えたり、あるいは県の東京事務所にもできれば

派遣をして、企業誘致やあるいは中央公官庁等への折衝とか、研修といいますか、そういう

ことも積ませていきたい。 

そして人脈の育成も図っていかなければなりませんし、でき得ればやはりそこに派遣をし

たいと思います。ちょっと２０年度は無理かもわかりませんが、今、県の東京事務所には阿

賀野市から１名職員が派遣されております。向こうでは行きますともう一人前として扱って、

ほとんど単独で企業交渉をやったり、あるいは省庁間を飛び回ったりというふうにやらせて

いるということです。非常に能力も含めて相当なスキルアップが図れるのではないかと思っ

ておりまして、そういうことにも取り組んでいきたいと思っております。 

２ 観光振興、誘客活動について 

観光振興であります。今おっしゃっていただきましたように、友好都市でありますさいた

ま市や深谷市、あるいは保養施設の関係で江戸川区、これらは行政はもちろん民間レベルで

長年の交流や付き合いがありまして、イベント参加を契機としていろいろ市の物産の販売、

あるいは観光やスキー誘客など、これは宣伝効果が非常に多いものだというふうに感じてお

ります。 

しかし、いろいろなところから呼びかけもありまして、新規にイベントの参加要請を受け

て出かけたところはほとんど交流した期間がないということや、そういうことで知名度も当

然低い。そして私たちの市だけに呼びかけているのではなくて、ある意味では全国の農山村

地域に呼びかけておりますので、同じようなこういう方たちが多くいらっしゃいまして、物

販や交流や誘客宣伝には新規参加についてはかなり苦戦しがちだと。ですのですぐ、俗に言

います打ったところが腫れるような効果がすぐには出てこない。やはり息の長い取り組みが

必要だというふうに考えております。 
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合併後はそれまでの旧３町の体験交流組織、これを構成員といたしました南魚沼市グリー

ンツーリズム推進協議会を設立いたしまして、児童生徒等の修学旅行の受け入れ。農家泊も

含めて市民レベルでの交流を行っております。東京の江戸川区だったですか、去年、今年と

中学生からおいでいただいて大変な効果を上げていると思っております。 

それから首都圏の小中学校の総合学習にも「ぬか釜出張隊」を派遣して大変喜ばれている

ということで、大きく評価をいただいております。それが縁で私たちのところに体験学習に

きていただいたということも現実として発生しております。 

市民の参加が少ないということであります。これは確かに市民から率先して参加していた

だければ、これは本当にありがたいことなのですが、旅費や参加経費の問題、そして事故等

への場合の身分保障。これらの問題がありまして、なかなか一般的なところまでは大きく及

んでおりません。ですので、芸能関係者やあるいは商工業関係者がほとんどでありまして、

一般市民にはなかなか広がっていないというのが実態であります。 

今年も六日町温泉が開湯５０周年、そういうことで東京の表参道のネスパスですか、あそ

こに１週間も行っていたか・・・あそこへお湯を持ち込みまして足湯を実施して、私も１日

行ってきましたがあまりやはり入ってもらわなかったですね。ところが兼続公の鎧兜を着て

前に立っていてもらったら大変反響がありまして、そっちで写真ばかり撮ってお湯には全然

入らないとかいろいろありましたけれども、外人さんなどが割合と興味を持って入っていた

だいたり、年配の方がやはり多いようでありますけれども。そういう努力はしておりますが、

やはり一般の市民の皆さんが参画というのは非常に難しい状況であるということはご理解を

いただきたいと思います。 

これからも民間交流でありますけれども、やはり芸能関係、あるいはスポーツ団体、これ

らの交流を推進することで対応して、観光関係についてはやはり観光誘客を目的としてイベ

ントに参加していきたい。そういうふうに二頭立てといいますか、分けていきたいと思って

おります。今、深谷市の皆さんとは老人クラブの皆さん方がグランドゴルフの交流で非常に

行き来をいたしておりまして、大きな成果を上げているところであります。 

今までのやってきたことすべてが最良というふうには思っていませんので、これからまた

ご提言をいただきながら、研究をしながら、やはり良い方向、良い方向を模索していきたい

と思っておりますので、またご指導をお願いしたいと思っております。以上であります。 

○樋口和人君  １ 職員の教育・研修について 

それぞれ答弁いただいたわけですけれども、まずこの職員の教育研修についてということ

です。今ほど市長の方から答弁をいただいた話しといいますのは、私の先ほどの質問で言っ

たいわゆる職能教育と。いわゆるレベルというか何というか、自分の仕事をこなしていくた

めのレベルを上げていくと。スキルアップのためということで、今ほどの外部団体の派遣と

か総合事務組合のということで、返答いただいたと思うのですけれども。私のいわゆる自己

啓発、これも多少の補助をしたりということで話がありましたけれども、この辺をちょっと

もっと強化できないかと、していく気はないかということで私はお尋ねをしたわけです。 
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それでこのことについてですが、実は今年、私ども１０月１６日に会派の南政クラブとつ

つじクラブということで、合同で岩手県の一戸町というところに視察に行ってまいりました。

ここはいわゆる今言った職員の能力開発ですとか、自己啓発ということで全庁的に取り組ん

でいるという町であります。 

このことをちょっとご紹介をするわけですけれども、職員の熱意というか、意識改革の研

修ということで、全庁で取り組んでいるということですけれども、この一戸町というところ

は合併を選ばなかった町です。人口が約１万５,５００人。財政規模が約７５億円ということ

で、私どもの市に比べれば大体４分の１くらいでしょうかの人口規模、あるいは財政規模と

いうところですけれども、職員数は１２５人くらいですので、職員数でいくと５分の１以下

と大変少ない一般職です。これは南魚沼市の方も一般職、約７５０人くらいということで出

した数字ですけれども、５分の１以下というところでいかにこの職員のやる気を持ち上げて

動かしていくということの中で今言った能力開発に取り組んでいるということです。 

これは庁内に朝朱け塾というものを設置をして、毎朝８時ですか、７時半から職員が集ま

ってくるということで、平成９年、１０年からもう１０期ということですけれども、各期大

体１５～１６人の塾生を選定をしていくといいますか。今年、今期でもうすべての職員にこ

の研修を終わらせるというところであります。この研修を受けること、７時半から皆来るわ

けです。それで８時半、９時までだったか、多少就業時間に食い込むわけですけれども、本

当に一生懸命研修をしていくということです。その研修も我々見させていただきました。１

６～１７人集まって私たちに「どうぞ視察の準備ができましたのでどうぞ」ということで入

ったわけですが、研修を受けている方々、皆直立で私どもを迎えてくれるわけです。それで、

おはようございます。よくいらっしゃいました。私たちはこういう研修をしています。どう

ぞ持ち帰っていただいて、皆さんの町でも市でも生かせるような、そのために私どもも一生

懸命今日もその研修をしますので、どうかよく見ていってください。ということで始まって、

市民憲章をまず皆で唱和するということですが、うちの市でも――町民憲章です向こうは―

―市民憲章できたわけですので、そういったものをどこかでやはりしていくと。そのことに

よって職員がすべて町民憲章も暗唱できるような状況になっているというようなことをつく

りあげていました。 

この目的としては今言ったようなことですけれども、役所組織の徹底的な活性化を図って

いくのだと。役所世界の精神風土を変えるのだと。つまりこれが組織の強化に結びつくのだ。

あるいはまた個人力の活性強化をしていく。そしてまた初心に帰って心を磨いて、一戸町の

２１世紀の夢を描いていくということで、職員自らモチベーション、あるいは目的の設定を

きちんとしていくということでやっていくということでありました。この研修期間ですけれ

ども、５月から１２月まで８カ月間をかけて一つのグループといいますかが研修を行ってい

くということです。非常にこれは職員の皆さんにしてみれば７時半からもう集まって、毎日

ということですので厳しい研修なのでしょうけれども、研修費用は町で全部持っているとい

うことです。そして時間外の研修になるわけですけれども、職員の皆さん方についてはこれ
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はもう自前、一切超勤が付くわけではないけれども、このことによって自分自身のスキルと

いいますか能力が上がってくるということで、皆さん一生懸命に取り組んでいるということ

でした。 

そしてこの研修の中で町長も週に１回、その研修に参加をして、今、町で取り組んでいる

ことですとか、そのことについている１５～１６人には講話というかたちできちんと話をし

ていく。そのことによって今、町が抱えている問題ですとか課題をきちんと職員に伝えてい

くというような手法をとっておりました。 

この１０年あった中で、職員の方たちが自らいろいろな提言といいますか行動を起こして

います。目標を立てていっています。その中に自分たちで職員の信条、行動規範を作ってい

こうと。また先ほどもありましたけれども、人事評価システム。これについても職員の中か

らやっていこうという考え方が出てきています。そしてそれをそれぞれ自分たちで目標を立

てて。 

先ほど人事評価システムの中で、今後第１評価といいますか、自己評価を職員の方にして

もらうということが市長の話にありましたけれども、実は自己評価あるいは他人が評価する

といっても、目標の設定があってその目標にどれだけ近づけたかとか、それがどこまで自分

でそれについて行動していったかと。そういうことがないと、私は自己評価できないと思っ

ています。今言った一戸町のシステムというのは、そのするために自分で目標を立てていく

と。行動には自分で責任を持っていくと。どんどんどんどん自分で仕事を追いかけていく。

追いかけていくといいますか、自分の責任でもって自分で進めていくということで、そうい

った意味ではいろいろなことも町長に対して提言をして、これはこうやった方が能率が上が

る。こうやった方がいいのではないかということでもう職員の方どんどんどんどん立ててい

っているということです。 

そういったいわゆる私の言っている能力開発、あるいは自己啓発ということについて、今

後どういうふうに取り組んでいくつもりがあるかどうか。これについては今、一戸町という

ことを例に出しましたけれども、全国では同じようなシステムを使って職員の能力開発、自

己啓発に取り組んでいるところが１０カ所ほどあります。今、それは本当に基礎自治体、町、

あるいは村というところですけれども、今年度は岩手県もどうも県として取り組んでいくと

いう方向も出しているようですので、その辺についてもう１回、市長の思いをちょっと。い

わゆる職能ではなくて、自己啓発というところについてきちんと答弁を再度お願いをしたい

と思います。 

２ 観光振興、誘客活動について 

それから観光振興についてですけれども、市民の方々、私はやはり市民レベルでの交流と

いうのは非常に大事になってくると思うのです。ここで今ほど市長の方では旅費ですとか、

保険等々のいろいろなちょっと障害があって、市民大勢参加というようなことはなかなか行

政としては、という話がありましたけれども、私はそういうことを行政が例えば経費ですと

か、そういうことを持つから一緒に行ってくださいと、交流してくださいということではな
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いと思うのです。例えば友好の都市、向こうでイベントがあること。このことを知らせてど

うか多くの皆さんから参加してくださいというふうなことで、もちろん自費で行っていただ

くということで私はいいと思っています。 

そして行った中でうちの方の市民が、なるほど向こうの方では交流、あるいはイベントと

こういうやり方をやっているのかということを感じて帰ってきていただくのも大切でしょう

し。その中でどうもこの中で言っている先ほど物販とかありましたけれども、いろいろなと

ころへ行ってみたときに、私はこちらから行っている方々が自分たちと相手先の方々との交

流とか、いろいろな話をしてうちの市はこういうことをやっているよ。あるいはこういうい

いところがあるんだよというお話しよりも、物を売って帰ってくるという非常にそちらが先

になっているような気がするのです。 

例えば今、魚野川のところへ花壇、花畑を作っている。造成をいろいろ市民が草刈をした

りしてやっていますけれども、こんな活動もやっているのですよ。あるいは都会の方の方々

に、どうぞどうぞ来てその花壇を自由に使って花を植えてもらっていいのですよと。そんな

ことでも私はいいと思うのです。そういう話ができる、していただくということで、そうい

った告知ですよね。どういうところでどういうイベントがあると。そこは私どもの友好都市

です。どうか皆さん方からも行って民間レベルでの交流の輪を広げてきてくださいと。こう

いった交流の告知をしていただければということですので、その辺のお考えをもう一度お聞

かせを願いたいと思います。 

それから実はこれはちょっとこことどうなのかなと思うのですけれども、毎年、首都圏六

日町会や、あるいは東京塩沢会という名前なのでしょうか、首都圏の大和出身の方などの会

がありますけれども、そういったところで今後、行ってただ楽しくお酒を飲んでくる。これ

も非常に交流としていいのでしょうけれども、その中で少しでも地元出身の若い起業をして

いる方々が、いや実は私は東京に出てきてこういう商売をやっていますと。どなたか賛同い

ただける方があったら支援をいただければありがたいと。あるいは地元でこういうもう既に

商売をしている方々が今、私はこういう仕事をしている。販路として東京にもっと広げたい

のだけれども、どうか支援をいただきたい。これは何も資金だけではなくて、人脈等々とい

うことでいいと思うのです。そういったプレゼンテーションといいますか、そういった機会

をつくることによって、今の交流会といいますか東京なんとか会、首都圏なんとか会といっ

たところが、やはりこれは活性化していくのではないかと思うのです。さらに地元に対する

関心を持っていただけるというふうなことがありますので、その辺のことについて再度答弁

をお願いします。 

○市   長  樋口議員の再質問にお答えいたします。 

１ 職員の教育・研修について 

職員研修ですけれども、朝塾がいいか悪いかは別にいたしまして、当然ですが能力開発、

自己研鑽とこれについてもやっていかなければならないわけであります。今ほどちょっと触

れましたように、今、市で３月の議会で条例化してやっていこうというのが先ほど触れまし
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たように、大学やそういうところに自分で、自分を磨きたくて行こうとか、国際協力機構に

行ってこようとか。こういうことは始めるわけですが、今おっしゃっていただいたようなこ

とは、私は始めてお伺いしますので、また十分参考にさせていただいて、いずれにしても職

員が自己啓発がきちんとできる、そういう体制をまず整えなければなかなか能力の開発もま

まならないわけであります。そのご提言を生かしながら、どういうかたちで取り組めるかと

いうのを。 

やはり岩手県が県という大きな組織の中で取り組むということらしいのですけれども、今

おっしゃっていただいたような部分というのは、概して規模の小さい自治体は割合いと取り

組みやすいのですけれども、職員数が７００人、あるいは１,０００人というかたちになりま

すと、どういうふうにやっていけばいいのかというのはちょっと模索させていただかないと。

なかなか朝塾をやりますということにはなりませんが、自己啓発のこのシステムというのは

考えていかなければならないと思っておりますので、またいろいろご提言をお願いしたいと

思っております。 

実は私も合併をして職員の顔もよくわからなかったり、そういうことも含めて、特に若手

職員との懇談、あるいは保育士さんとの懇談、それから現業職の皆さんとの懇談ということ

を今まで重ねてきたわけですが、残念ながらなかなか出席者数が少ない。そこで私は市の方

向、市の方針、私の考え方を申し述べて職員からまた話を聞いたりということをやってきた

わけですけれども、非常にやはり参加者が少なかったなということは実感でありました。 

ですので、そういうところにやはり職員自らが、仕事の都合もあるかもわかりませんけれ

ども、もっともっと積極的に参加してもらうという方向も非常に大事だと思っておりますの

で、今おっしゃったことはまた参考にさせていただいて、何らかのかたちで取り組まなけれ

ばなりませんのでよろしくお願いいたしたいと思います。 

評価は当然、結局自分で目標を立ててそれに対してどうだったかということでなければ自

己評価などできませんので、これはきちんとやっていかなければならないことだと。課とし

ての目標、あるいは個人としての目標、係としての目標といろいろあるわけですので、それ

らをきちんと確立をしてそれに対してどうであったということを自己評価してもらう。ある

いは課長、部長からまたきちんと評価をするというかたちをとっていきたいと思っておりま

す。 

２ 観光振興、誘客活動について 

イベント参加。市民の皆さん。議員のおっしゃることは全くそのとおりで、理想なのです。

ところが、例えば深谷まつりでも、埼玉の浦和まつりでも、なかなかいくら宣伝しても市民

の皆さんが、では自ら行ってみようという機運になっていないというのが率直な現状であり

ます。本当に。市がちょっととにかく行ってもらえないかということになると、では旅費は

どうだ、いや保障はどうだという話に至ってくるということですので、自発的に私たちが、

では参加してみましょうということの機運をどう盛り上げればいいかというのは非常に難し

い問題ではありますが、本来そういう草の根交流といいますかそれがいちばん効果があるわ
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けであります。そういう方向がどうすれば出てくるのか、市民の皆さんにちょっと呼びかけ

もしてみたいと思いますけれども。おっしゃっていただいたように市が呼びかけると、では

どうだと。こういう話にもなってしまうので、広報等を通じて極力参加をしてもらうように

そういうお願いはしてみたいと思っておりますが、非常にちょっと難しい問題だなと思って

います。 

先ほど触れましたように、特定の商工業の関係とかそういう皆さん方は、非常に積極的に

参加してもらっていますけれども、そこに簡単に言いますと利害の全く関係しない方たちが

参加をして、相手方の市民の皆さんと交流を深めてくるという部分は、できないということ

ではないですけれども相当意識の改革ができないとやっていけないなという気はしておりま

す。またそういう方法についても、議員、いろいろご存知でありましょうので、また教えて

いただきたいと思っております。 

首都圏六日町とか、東京大和、東京塩沢会、この皆さん方はご承知でしょうけれども、会

員がいらっしゃる。その会員の皆さん方にあちらでは通知を差し上げて、そしてそこに出席

をしていただいて私どもの方から行くという方法をとっています。ですので、今、会員が非

常に――今度は団塊世代が退職しますので、また増えるのかもわかりませんが、若い皆さん

方がほとんどこの会員になっていませんので、掴む術がないのです。掴む術が。向こう側で

です。私どもの方では例えばそういうことで、こちらから若手の起業者なり何なりをお連れ

して、そこでご挨拶をしていただいたりということは申し込めばできると思いますので、そ

れは取り組めればと取り組んでみたいと思いますが、相手方の方がなかなかこれが難しい状

況ではあります。 

もう６０前の方の会員という方はほとんどない。そして団塊の世代の皆さんに一生懸命呼

びかけているのですけれども、昔と違ってふるさとという感覚がちょっと希薄化しているの

かもわかりませんが、あまり興味を示さないというのが今の現状であります。こういう組織

そのものもやはり考え方をちょっと変える方向にもっていかなければならないのかなという

気はしています。今までのままでいいのかどうかという、これはやはりちょっとお互い相談

し合いながら考え方を変えて、当然交流的なことはやっていきたいですし、先般も六高同窓

会というのが東京でありました。これはやはり割合いと若い人たちが出ていただけるもので

すから、方法としていろいろのことをもう一度模索しなおそうという思いではいますが、す

ぐにはできません。相手方がありますので。 

そんなことを考えながらですけれども、おっしゃることはよくわかっておりますので、市

民の皆さん方がそれぞれイベント等に参加をしていただくように周知徹底は、告知といいま

すか、周知はしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○樋口和人君  ２ 観光振興、誘客活動について 

なかなか観光交流、誘客というのは私たちが行かないのと同じに、向こうにも来てくださ

いと言いながらなかなかお客さんが来ないということで大変だと思っていますが、そういっ

たことを一生懸命考えたり仕掛けたりということも、先ほどのところへ戻るのです。 
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１ 職員の教育・研修について 

自己啓発、能力。自分たちでどうしていくか職員の方がある程度考えてもらうということ

ですが。先ほど１０年かかっていると言いました。１０年前ですけれども、このときに約８

カ月かかって研修を終わったその人たちが自分たちで掲げた目標というのが、実は１０年前

というのは挨拶運動をしようという。これは職員の方々が当初８カ月かけて研修の結果で、

職員が挨拶をしようというのが最初に出たことです。 

それから先ほど言ったように、どんどんどんどんやっていく中で、自分たちで自己評価、

あるいは行政サービス評価を取り入れていこうとか。それから業務に関する情報を、庁舎の

なかの誰がどこへきても自分の持っているもの、あるいはこの課が今何に取り組んでいると

いうのがすぐわかるようにしようと。そういうふうにサービスをしていこうということで、

やはり続けていくうちにどんどん目標のレベルが上がってきた。 

１８年、１９年両年かけてなのでしょうけれども、医療諸費の１億円の削減を達成しよう

と。かなり具体的で大きな目標が出てくるというようなことでなっていますので、今いろい

ろ市長の方で答弁をしていただいているわけですけれども、これに向けてきちんと考えて、

どういうふうに取り入れていけるのかよく考えて検討してということで返事をいただきまし

た。 

実は昨年６月の一般質問で私、フレックスタイムの導入ということで質問をさせていただ

きました。そのときに市長は、フレックスタイムというのは働く人のための利便性を考えた

制度なのかと思っていたが、職員ひとりひとりのやる気ですとか、自己啓発にもつながって

いくものだと考えてもいなかったけれども、これについてもよく考えて取り入れられるのか

どうなのかしていくという返事をもらっていたわけなのですけれども。こういったことは市

長が返事をしたこと、あるいは考えたことを、やはり職員の方々が市長が言ったことについ

て、それを自分たちでどういうふうに検討できるのか、取り入れていけるのか。市長が言わ

なくてもそれをやっていっていただくと。その姿勢が欲しいと思っているのです。 

そのことについては未だに何の返答も返ってきていない。できないのかも知れない。でき

ないのだかどうだかわかりませんけれども、こういったことについては何も市長が私どもに

返事をしたり、こうなったということではなくていいと思うのです。それぞれの担当の方た

ち、職員の方々が責任を持って市長の言ったことを遂行していく。私どもの言ったことで、

それはいろいろ言ってもできないものはできなかったりとはあると思いますけれども、でき

るものについてはどんどん進めていくと。やはりそういう姿勢を持っていっていただきたい。 

そういう方向に、今言ったように市長が言っていくのではなくて、下からどんどんどんど

んやりたいこと、していかなければいけないことをやっていってもらう。この姿勢をどうや

ってどうやって醸成していくかということだと思いますので。今言った朝朱け塾というのは

一つの例ですが、これは民間のいろいろなシステムを取り入れてやっているわけですけれど

も、これがいいとは言いませんが、それぞれこれをやはり。このシステムではなくても何で

もいいのですけれども、どういったことをしたら職員の皆さんの意気が上がっていくのか。
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意識が改革できるのか。一戸町の町長が言っていましたけれども、これは職員の方々がいる

前で言うわけです。役場の職員は入ってきたときは皆優秀なのだと。だけどいる間にどんど

ん優秀ではなくなっていくのだという言い方をするのです。これは職員の方々は平然と聞い

ているのです。なぜかというと、研修を受けながら自分たちはもう優秀なレベルのまま、あ

るいは入ったときよりどんどん上にいっていると。やる気もどんどん出てきている。自己研

鑽を積んでいる。この自信があるものですから、町長がそういうことを言っても全然平気な

のです。 

ということで、ぜひ、優秀な職員の皆さん、これからもっともっと、もちろん行政という

のは市民の皆さんの福祉の向上という大きな目標があるわけですけれども、これを達成する

ために一つ一つ今できる、今やらなければいけない目標というのをつくりながら、それに向

けて毎日励んでいただくということをぜひ取り組んでいただくよう、お願いをいたします。

以上です。 

○市   長  １ 職員の教育・研修について 

おっしゃることは十分わかりますので、取り組めるところから取り組むということですし、

今、どこかの町長さんがおっしゃったように、職員は確かに入るときは今年もそうですけれ

ども、４～５人のところに８０名もの応募があって、そこから選りすぐられて入るわけです

から優秀なのです。今おっしゃったように、ややもしますと大きな組織の中にどっぷり浸か

って、そしてそのまま自己研鑽もしないで進んでしまうという部分もなきにしもあらずとい

うことでありますので、そういうことは本当にもったいないと思っています。それは入った

ときに――鉄は熱いうちに鍛えろといいますが、そのときがやはり私は勝負だと思っていま

すので、そういうことも含めてきちんとやっていかなければならないと思っております。 

方法等についてはそれぞれの事例やそういうことを研究しながら、この市で何がいちばん

適していて、実際できることはどういうことだということをちょっと検討させていただかな

ければなりませ。方法はここで明言は申し上げませんけれども、何とかしてそういうかたち

はとっていきたいというふうに思っております。 

フレックスのことについては、ちょっと一応検討した形跡はありましたので、形跡という

か私がその後のことについてはあまり言っていませんでしたから、総務部長からちょっと答

弁させます。 

○総務部長  １ 職員の教育・研修について 

南魚沼市もかなり大幅な行政執行をしておりまして、例えば消防署も三交替といいますか、

失礼しました２４時間交替のそういう勤務場所であります。それから病院などは深夜、準深

夜というようなことで三交替でまわしていますし、そういう中ではそういう職場があるとい

うようなことをやっています。 

それから今の話の中で、そういう検討の課題というのは保育現場でございます。延長保育

がやっているところがありますので、朝早出と、それから夕方の延長、居残り組み。そうし

たものを何とかそういう中でやっていきたいというようなことで、それは一部もう導入して
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おります。 

一般の窓口関係で例えば週に１回午後８時まで窓口を開けておくとかというような事例も

私もよく聞いておりますので、そうした部分で実施が南魚沼市もできないかということも検

討はしたのですが、まだ実際的にそういうところの拡大にまでは至っておりませんが、これ

もまた継続して検討していきたいと思っています。 

○議   長  質問順位４番、議席番号８番・寺口友彦君。 

○寺口友彦君  市民の皆さまには早朝より、また師走のお忙しい中を傍聴においでいただ

きましてありがとうございます。今定例会は新生南魚沼市誕生から２年が経ち、新議会も折

り返しのスタートをきるという節目の定例会であります。おりしも規程による議長の交代。

委員会構成の変更など、そういう面でも刷新された議会のスタートでもあります。松原前議

長には新生南魚沼市議会議長として難しい舵取りをされ、議会の発展に貢献されたことに、

また新米議員の私をご指導いただいたことに、この貴重な時間を割いて心より感謝申し上げ

ます。 

グローバル化、規制緩和、競争社会、自己責任、自助努力など当然と言えば当然の言葉が

大手を振って歩く時代の真っ只中で、ただ格差社会という這い上がることの難しいような厳

しい時代に生きていることを実感させられる事件が連日報道されております。多分にマスメ

ディアにより増幅された部分を割り引いても、固定化された格差の中で生きていることは間

違いありません。市長は常々「馴染まない」そういう言葉で地方分権と言いながらも、地方

を置き去りの格差是認の政策の一部を批判しておりますが、その点では私と思いは同じであ

ります。 

しかしながら市政を見れば、行政の執行責任者という立場と、執行を監視する立場ではと

きには肯定的に、ときには否定的に連携し、適度な緊張関係を保ちながら、お互いの立場を

尊重し合い、安心・安全な市民生活の実現のために共同していかざるを得ないと考えます。

私は住民の皆さまが主役であるという立場から質問します。市長はいつもどおり簡潔明瞭に、

そして品格のある答弁をされるものと期待をしております。通告にしたがい質問します。 

１ 保健・医療・福祉について 

まず保健・医療・福祉についてであります。認知症地域支援体制構築等推進事業の講演会

が２度開かれ、認知症の理解を深める運動が本格的にスタートしたことは大いに歓迎するべ

きことであります。しかし、健康推進員研修会の出席率が低いことに、健康づくり推進事業

の今後の展開に市の努力が一層必要であるという認識を深めた次第であります。 

井口市政の目玉である子育て支援を見ますと、医療費助成、不妊治療などが好評でありま

す。しかし、若い世代では結婚して子どもを育てながら働く意欲がより減退しているようで

あります。その原因の一つである保育料について、収入の段階を細分化して負担を減らすこ

とが実行されておりますが、国の保育基準が地方の経済実態に合っていないことを強く訴え

て、保育料見直しに着手する必要があると考えます。 

学童保育を見ますと、ＮＰＯ法人「すまいるネット」が認証申請され、来年度からの活動
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に期待が膨らむものであります。しかし、国の入所者定数改正や官民での保育の質の違いな

ど、解決すべき問題が出てきております。地域や団体の特性を生かした学童保育の実施がと

もすれば格差を生むことになりかねない。 

我が市の地域完結型医療体制を見ますと、医師不足・看護師不足は相変わらずであり、市

内でお産ができるのは六日町病院だけであります。六日町病院についても整形外科医が１名

であり、内科医も急に２人減るなど地域住民にとっては不安材料だけが増えております。今

年の秋の大和病院の医師の退職にあたり、スタッフ探しは医療事務職の唯一の仕事であるか

のような状況であります。 

そこで１、来年度からの学童保育実施はＮＰＯが中心になり、国の基準も変更になるなど

新対策が必要になるが、市はどこまで責任を持ってやるのか。２、「基幹病院」という風評被

害で大和病院に大きな影響が出始めている。市長の「外来診療のみ」という発言が一人歩き

をして、大和病院の考える地域医療構想に大きな足かせとなっているのではないでしょうか。

市立病院の果たすべき役割は基幹病院開院後も変わらないはずであります。開院後を見据え

た構想をどう考えているかであります。 

２ 産業振興について 

次に産業振興についてであります。塩沢庁舎に優良な借り手が入ったことは朗報でありま

すが、雇用形態を見ると非正規雇用が８割近くであります。さらなる企業誘致に取り組むと

いうが、雇用形態まで踏み込んだ企業誘致を考えるべきであります。いざなぎ景気を超える

好景気はなかなか三国峠を越えてきません。原油価格の高騰が灯油、ガソリン価格の未曾有

の高価格となって、冬を迎える我が市にとって経済への悪影響のみならず、生活そのものの

不安をかきたてます。中小零細企業の多い我が市にとって早急の対策を講じる必要がありま

す。産業振興部は我が市の生命線であります。その活躍に大いに期待するものであります。 

新潟県の平成１９年の水稲作付け面積は１２万１,３００ヘクタールで、昨年より４００ヘ

クタール増でありました。一粒でも多く、そういう思いがあらわれておりましたが、余剰米

の処理に苦慮する結果となる。参議院選挙の結果を受けたかたちでの政府備蓄米買い入れが

実施され、米価下落に一定の歯止めがかけられたことは歓迎いたします。 

しかしながら問題の根幹である米の消費量の減少には、効果的な対策がまだ実施されてい

ない。ひるがえって我が市の課題はブランド力を維持、向上させることと、消費量と連動さ

せながら作付面積をいかに増やすかの２点であります。そこで有機センターの料金の改定・

撒布地域の拡大を含めた今後の活用方針はどうかであります。 

３ 教育について 

続いて教育についてであります。我が市では指定管理者に多くの文化施設・体育施設の管

理を委託されたが、目の行き届いた管理がなされていない事例が目に付く。もともと指定管

理者の能力を超えた指名委託をしてしまったことが原因と考えます。３年間の契約期間が満

了した時点で、公募や直轄に戻すなどを含めた指定の方法を検討していくべきであります。 

「五十沢地区の教育を考える会」での地元の意見を尊重した教育行政を行おうという姿勢
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はまことに評価できます。「心豊かでたくましい児童生徒の育成」を目指した教育行政の一貫

として、特別支援が各市の学級で実施されております。これに加えて「国際化」の授業が来

年４月より市内５つの小学校で行われます。しかし、中越地震の復興基金に頼った緊急雇用

という資金をあてにした人材確保では心もとない。また、市独自の英語教員確保はその継続

性・身分保障という点できちんとした裏づけが必要である。 

また、全国で実施されました学力テストが来年４月にまた実施をされる。テストのあり方

については是非が論じられておりますが、その結果をいかに活用するかは各教育委員会の判

断に委ねられております。我が市の学力という面での課題が一部であっても明らかとなった

はずであります。 

そこで１、特別支援の財源確保の見通しはどうか。２、国際化のカリキュラムの作成委託

と市独自採用の英語教員をどの程度かかわらせるのか。３、学力テストそのものに対する評

価と結果を受けての活用方法をどのように考えているかであります。 

４ 行財政改革・市民参画について 

次に行財政改革・市民参画についてであります。９月議会で示された財政シミュレーショ

ンでの公共事業は実施順番決定には、その優先度の理由づけが必要であります。まだ申請で

きたという段階でありますが、債務のうち政府系金融機関から借りた年利５パーセント以上

の資金、約１３６億円について、２パーセント程度という低金利で繰り替え、借り替えが可

能であるということは朗報であります。節約できる利子は債務の減額にのみ使われるという

ことで安心をしております。将来世代に加重な負担を残さないよう、緊急性、持続可能性を

公共事業実施の優先順位決定の第一の条件とすべきであります。 

４月から実施のワンストップサービスの実行主体である市民センターの総合係・地域係・

支援係の業務内容について、一応のデータは出たと考えます。これから冬場を迎え、除雪・

確定申告などのデータがそろえば年間の事務事業の流れがはっきりします。財政シミュレー

ションの定員管理計画では事務事業についての見直しよりも、定員削減だけが中心になり、

市民サービスの低下が懸念され、定員管理は人件費の総額を減らすことが第一であり、人間

の数を減らすことは第二義的であると考える。 

そこで、野球場建設の財源は確保され、塩沢小・中の給食調理施設のそれぞれの改修の財

源の確保の見通しがつかないことをどう説明するのか。２、定員管理計画は事務事業の徹底

した検証と見直しに基づいて実行すべきである。 

５ 住環境整備について 

最後に住環境整備についてであります。南魚沼市地域新エネルギービジョンが平成１８年

２月に発表され、環境問題と新エネルギーに対する市の基本姿勢が明確になりました。さら

に平成１９年３月には南魚沼市環境基本計画が出され、平成１９年度より向こう１０年間の

取り組みが策定されております。この中に地下水に依存しない・新エネルギーを導入した消

融雪システムの構築、森林の多面的機能・森林資源の保全と活用、ごみを出さない体制づく

りなどが盛り込まれております。地盤沈下日本一と言うありがたくない称号をまたいただい
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てしまいましたが、規制区域や周辺区域だけの問題ではなく、市内全域の問題として考えて

初めて新エネルギーへと全体の目が向くのではないでしょうか。 

８月だというのにもう紅葉したかという木々を見ると、森林資源に対する早急の対応の必

要性を実感するわけであります。おりしもバイオマス構想と地球温暖化防止が国の内外で取

りざたされています。国の動きを見ながらの対策が必要であります。 

廃プラスチック――ここで言う廃プラスチックというのは食品の白トレイ、発泡スチロー

ルのことでありますが――その回収が始まり、センターの人員が多少増になりましたが、劣

悪な状況での手作業が増えただけで、当初予定の処理量には届かないようであります。不況

のせいでごみの量が減っておりますが、分別の徹底という面では泥だらけのものやたばこの

吸殻入りのものを見ますと、ペットボトルの分別回収という意識がセンター職員だけの問題

であり、市民の皆さまの最大の協力そういうところまでいっていないのが現状ではないでし

ょうか。また、溶融炉の維持管理を一部民間に委託して、故障の発生は未然に防げているの

でしょうか。 

冬を前にして除雪体制が整えられております。私の道、私道で行き止まりという道が生活

道路として活躍しているものは市内には多い。冬場になるとその除雪は当然地主が負担でや

っておりますが、高齢者だけの世帯が多いという事例が出てきております。市道認定には条

件が合わず、福祉的支援にもままならない、そういう現状であります。高齢者世帯の屋根雪

け処理には助成が行われておりますが、こういう分野の対策はまだなされておりません。 

そこで、廃プラスチック回収処理作業には大手食品スーパーを含めた小売店との連携を深

めるべきであるが、来年度からの家庭からの分を含めた対策はどうなるのか。２、生活道路

として使われている私道の現況調査を実施し、各行政区と連携しながら高齢者対策をする必

要があるのではないか。以上、１０項目について壇上よりの質問を終わります。 

○市   長  寺口議員の質問にお答え申し上げます。質問の範囲が、寺口議員の主張だ

けという部分と質問という部分に分かれておりますので、答弁では質問事項をいただいた分

だけを答弁させていただきますのでよろしくお願いいたします。なお、主張の中でもちょっ

と意に沿わないところは、言い訳をさせていただこうと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 

１ 保健・医療・福祉について 

保健、医療、福祉の問題でありますが、ＮＰＯ中心になって市はどこまで責任を持ってや

るのかということ。これはご承知のように２０年度からＮＰＯ法人「すまいるネット南魚沼」

というふうになるわけであります。任意団体から法人化することによって組織体制の強化。

それから学童保育事業の運営と、あとは雇用形態もきちんとするということでありまして、

保護者会を中心とした現在の方法はそっくりそのまま継承していくという、まず前提であり

ます。 

そして国の基準の変更にともなう対策。これにつきましては、初日も予算の中で申し上げ

ましたが、７１人以上の大規模クラブについては３年間の経過措置後、補助を廃止するとい
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うことでありますね、大規模クラブ。これは分割して適性な規模にしていかなければならな

い。それで、私どものところは今、ＮＰＯの方でやっていただこうと思っている部分につい

てはそれはございませんが、金城わかばですか、ここで１００数人ということが出ておりま

すので、それを分割して７０と３０幾つかにやると。そのための予算処置を先般の初日の議

会のときに申し上げたとおりであります。 

それから必要な開設日数の確保。これは２８１日から２５０日以上。これをなるわけであ

りますけれども、２５０日を超えるクラブは加算措置を講じるということでありまして、こ

れまで特例措置として認めていた２００日以上２５０日未満のクラブは３年間の経過処置後、

補助はまた廃止するということであります。 

そこで、この開設日数は私どものところではおおむね２８０日ということでありますので

特に問題はありません。先ほど触れました基準による変更は、金城わかばクラブが１００人

以上という部分を分割するということで対応していくということになっております。 

市がどこまで責任を持つのかということであります。これは学童保育の事業主体はあくま

でも市であります。ＮＰＯ法人には委託をするわけでありますので、結局最終的な責任とい

うのはすべて市だということであります。それで児童の入退所や施設管理、これは当然であ

りますけれども市で、保育事業の運営についてＮＰＯ法人が責任を持つということになるわ

けです。ですので、市が全く責任を逃れられるとか、そういうことにはあり得ませんので、

要は運営部分だけということであります。ですから最終的には市がきちんとした責任をとり

ながらやっていく。全面的に運営法人をバックアップしていくということであります。個々

の、これはどうだ、あれはどうだということになりますとそれはまだここで申し上げられま

せんけれども、そういうことでありますのでよろしくお願いいたしたいと思います。 

それからこの基幹病院の関係でありますが、一つちょっと考え方を寺口議員からも変えて

いただきたいわけですが、私が「大和は外来が主になる」と、これは申し上げました。これ

はそのとおりです。そして大和病院で今まで培ってきた地域医療の基本というものは、これ

は私どもがこれからなると思うのですけれども、六日町病院も市が引き受けた中で、その市

全体に今度は広げていくということであります。ですから大和病院といいますか、地域医療

の基本理念というのは全く変わることがなくて、しかもそれが全市に拡大をされるというふ

うにお考えください。 

ですから大和の病院に今勤務されている方が、ではそういうことで今までの大和病院の持

ってきた基本理念というのは皆どこかへいくのかなどというふうには全く思っていないと私

は思っております。そういうふうに思っている方がいらっしゃいましたら、私がきちんと話

をしなければなりませんけれども。これはそういうことで、市の病院運営の基本理念という

のは、そっくりこれからやっていく六日町病院の方に主体が移っていくという、そういうふ

うにお考えいただければと思っております。ですので、全く問題はない。 

ただ、基幹病院というものの風評被害という。これは今のちょうど、医師不足と看護師不

足、その真っ只中に基幹病院という問題が出てきましたので、基幹病院というそのことが引
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き金になって医師や看護師が続々と辞めていくということではないと思っていますが、一部

それもあるやもわかりません。特に県立病院の方では。私たちの大和病院や城内病院ではそ

ういう風潮は全くございません。それはどうぞひとつそういうふうにご認識をいただきたい

と思っております。 

この構想は当然でありますけれども一番の目的は、高度救命救急医療の確保と医師対策と

いうことでこの基幹病院も基本はそこにありますので、結局基幹病院をきちんとやっていく

中で医師の確保もきちんとやっていけると、いくと。そういう方向を出しているわけですが、

具体的な姿がまだ見えないという中で、やややはり混乱を招いているというこれは否めませ

んけれども。先般も若干申し上げましたが、２０年度には基本構想、基本計画というものが

できてくるわけでありますので、若干遅れておりますけれどもその中できちんと皆さんにお

示しをして将来の姿をきちんと出していきたい。当然それに関連して市の病院の構想もそこ

に肉付けをするわけでありますので、２０年度にはきちんとした姿を出したいというふうに

思っております。 

２ 産業振興について 

産業振興の件でありますけれども、有機センターの料金の改定部分であります。ご承知の

ようにこれはＪＡ魚沼みなみさんが指定管理者であって、料金等についてはこちらで一応決

めて市が追認するということであります。１８年度は順調に散布等が行われて安心したとこ

ろですけれども、１９年度は米の仮渡し金の下落、あるいは堆肥価格の増額これらによって

農家の減少が心配されましたが、関係者の営業努力によって一応昨年並みの散布はすること

ができたということであります。 

堆肥料金の値上げによって散布量に影響が出ないように、市としても堆肥の土壌への還元

の重要さを十分啓発していかなければなりませんし、農地・水・環境保全向上対策で堆肥の

利用を義務化できないのか。これらも関係団体と今、検討をしているとこであります。 

本年度、設立いたしました塩沢地域の散布組織とＪＡ魚沼みなみとの調整にも含めて塩沢

地域への散布の希望量に応えられるように取り組んでいかなければならないというふうに思

っております。 

３ 教育について 

教育問題につきましては、教育長が後ほど答弁を申し上げます。続きまして野球場建設の

財源を確保されてというこのことでありますがこれもちょっと誤解でありまして、塩沢の給

食センター問題につきましては、ご承知のように今の実施計画の中で今の塩沢中と塩沢小を

まず最初にやらなければなりません。ですのでこの問題については一応ミニセンター方式で

ということで２０年度調査設計、２１年度実施予定で予算措置をしてございます。他の自校

式の給食をどうするかということの結論がまだ出ておりませんので、予算措置はしていない

ということです。これから給食検討委員会ですか、そういう中で議論を積み重ねながらセン

ター方式でやっていくのか、自校方式――すべての学校で自校方式という方向は、これはも

う取り得ないということを明言しておりますので、では、補完するかたちとしてどういうこ
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とができるのか。それらを含めて検討して、検討結果によって当然でありますけれども予算

措置をするということであります。決して野球場はつくるけれども、センターはつくらない

という考え方では全くありませんので、そこもひとつご理解をいただきたいと思っておりま

す。 

４ 行財政改革・市民参画について 

定数管理。これはおっしゃっるとおりでありまして、必要人員をきちんと算出しながら定

数管理計画に反映させなければならないと、これはそのことだけであります。ただ、類似団

体の数値を度々申し上げておりますけれども、今、全国的に合併が進行した状況の中で現在

の類似団体の数字というのは全く参考にならない部分がございます。私どもの市といたしま

しては各業務の見直しの中で各部署の積み上げ方式で積算をしているというところでありま

す。 

そしてこの数値、これらは最終日の全員協議会できちんとしたご説明を申し上げますけれ

ども、先ほど触れましたように基本的な姿勢は寺口議員と全く同じだということをご理解い

ただきたいと思います。 

５ 住環境整備について 

住環境整備についてであります。来年度からの家庭からの分を含めた対策はどうなるのか。

これは今、廃棄物の分別や資源化につきましては、ごみカレンダー、市報を通じて市民の皆

さんへ周知徹底、あるいは啓蒙を行っているところでありますし、１１月から「ごみ減量化・

資源化協力店制度」を設けまして、小売店やスーパーの協力を得ながら廃プラスチックを含

めた廃棄物の分別減量化に努めているというところであります。 

来年度からの家庭から排出されるものにつきましては、廃プラはこの種類、形状にさまざ

まなものがございまして、分別、回収、処理方法をどうするかをちょっと検討しなければな

らない。そして分別が悪いと、当然焼却の方にまわらざるを得ないと思いますので、どうし

てもやはり市民の皆さんからさらなるご協力をお願いしていかなければならないと思ってお

ります。そういう意味では市民の皆さんの意識の啓発、啓蒙が最重要課題ということだと思

っております。 

収集経費や処分先、あるいは処分経費の問題がありまして、今、費用対効果やリサイクル

センター魚野のスペースだけを考慮しますと、若干困難な点も出てくるという部分も抱えて

いるところであります。 

発泡スチロールや樹脂トレイの処理は今現在行っているところでありますけれども、ご承

知のとおり魚野に減容機を設置いたしまして、導入にあたりましては事業系５０トン、家庭

系５トンを推計して、事業系の方から最初対応していこうということで８月から運転を開始

しました。３カ月を経たところではおおむね順調に処理できているというふうに思っており

ます。今触れましたように、計画では年間５０～６０トンでありますが、１１月までの３カ

月で約１５トンを処理している。こういうことでありますので、ご理解いただきたいと思い

ます。家庭系につきましては、持ち込んでいただければ、当然引き取っているということで
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あります。 

それから一つだけ、借り替えによって生じた、その剰余金ではありませんけれどもいわゆ

る先般ちょっと議論にもなりましたが、これを１００パーセント債務償還とかそういうこと

で、一時的、一元的にはもう・・・一時的といいますか、元は当然ですけれども、財政の健

全化ということは借金を減らすということがまず大前提でありますから、それに使わせてい

ただかなければならない。ただ、浮いた現金をでは来年そっくり５億円なら５億円を返すと

いう方法ではないということをご理解いただきたいと思います。 

それをするとまた新しい問題が発生します。ですから、財源としては、それは当然財政健

全化の中で、どこの家でもそうですけれども自分の家庭の収支をきちんとバランスをよくと

ってやるということは、収入を図って、そして借金を減らすということですから当然そのこ

とに一義的に使わなければならないということであります。 

ただ、債務の償還のためにだけに使うということではありません。そこをひとつご理解い

ただきたい。債務の償還にだけ使うということではないということ。それを使うことによっ

て債務が軽減される部分もでるわけですね、いろいろの事業の中で。そういうふうにも使っ

ていかなければならないわけですから、ただただ浮いたお金を来年はこの分返します、来年

はこの分返し全額そこへ繰り込むという、色をつけてそこにお金を配分するということでは

ないということだけご理解いただきたいと思います。 

もう一つ。ついででありますので。時間がちょっとありませんが、コールセンターの雇用

形態。これはご承知のように契約社員というのは確か２０名前後でしたね。ですからそうい

う意味では非正社員化といいますかそういう部分は８割近くあるわけですが、これはこうい

う企業ばかりでいいとは申しませんけれども、ご承知のようにパートで自分の空いた時間帯

に勤めたいという皆さん方が３００人から４００人やはり応募しているのです。 

ですから非常にそういう面の雇用に大きく貢献していただいたと思っておりますから。す

べてがこういう企業や形態でいいとは思っていませんが、このことについてはもう大きな効

果であります。そして採用された皆さんも９割以上が南魚沼市の住民でありますので、コー

ルセンターそのものの評価はいただきましたが、雇用形態についてもそういう面で非常に大

きく貢献をしたということをご理解いただきたい。そしてこれから徐々に正社員化を図って

いくということも私どもも伺っておりますので、どの程度までそれが進むかわかりませんが、

そういうことは当然ですけれども働きかけていきたいと思っております。 

漏れたかもわかりませんが以上であります。あとは教育長から答弁させます。 

○議   長  答弁が途中でございますけれども、この後基幹病院の特別委員会が予定さ

れておりますので、昼食のため暫時休憩といたします。休憩後の再開は１時１５分といたし

ます。 

（午前１２時００分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時１３分） 
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○議   長  寺口友彦君の答弁を続行します。 

○市   長  寺口議員に対して１点、答弁漏れがございましたので大変申しわけござい

ませんでした。 

５ 住環境整備について 

生活道路の私道の関係でありますけれども、今、生活道路として使われている私道。この

実態につきましては、市内全域をちょっとまだ把握ができておりませんけれども、六日町地

域の地盤沈下区域内には６３カ所ほどの行き止まりの私道がございます。最近やはり行政区

長さんからこの私道の市道認定要望のご相談もございまして、行き止まりの私道であっても

一定基準をクリアできれば、市道として認定すべく現在担当課で他の市町村の取扱い等を参

考にしながら認定基準の見直し作業を行っているところであります。今年度中に見直し案を

作成して、そして行政区長さんに周知をして、来年６月の市道認定で取りまとめていきたい

と思っております。 

いわゆる市道の方に認定された道路であれば、それぞれ道路状況等によりますけれども、

高齢者世帯等の生活道路を確保するという意味で除雪、機械除雪対応、あるいは消雪整備こ

れらについて検討していきたいと思っておりますので、早急にまた全区域内の市内のその道

路の調査をやらせていただいて、対応してまいりたいと思っております。 

これから市道認定の有無にかかわらず、やはり高齢者世帯というのはどうしても増えてい

く傾向といいますか、当然ですけれども少子高齢化でありますからそういうことが増えてい

きますので、生活交通弱者対策をきちんと進めていかなければなりません。例えば行政区で

の小型除雪機の購入、あるいは共同での消雪パイプの設置、これらについて実施する場合、

助成制度も含めて検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

あとの教育関係については教育長に答弁させます。よろしくお願いいたします。 

○教 育 長  ３ 教育について 

教育についての質問に答弁を申し上げます。議員からお話がありましたように、施設――

文化施設・体育施設のことでありますが――施設の管理の形態、現在のいわゆる指定管理者

による管理、この目的はあくまでも市民の利便性の向上、そして管理経費の低減ということ

であります。市民の利便性の向上のために現状のままでいいのか、あるいはもっと別の方法

があるのか。これについては現在も検討を始めておりますし、十分研究してまいりたい。こ

のように思っております。 

それからもう一つありました市採用の英語講師の身分の保障の関係であります。何かの折

に申し上げたような気もしておりますが「市独自で教員の採用を」ということになりますと、

それは当初考えたのでありますが、教育特区の認定が必要だとこういうことがございます。

したがいまして、当面の間はまことに申しわけありませんが臨時職員という身分の講師で対

応をしていきたい、このように考えております。 

さて、お尋ねの特別支援の財源確保の見通しの方でございます。今年度１９年度の特別支

援に市で雇用している特別講師、非常勤講師、特別支援助手、介助員、合計で３７人であり
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ます。このうち緊急雇用によるものが１７人というふうな割合であります。ご指摘のように、

この被災地緊急雇用の制度は２０年度は何とか継続していただけるということになりました

が、２１年度以降はありません。しかし、この必要性というのは十分に認識しておりますの

で、この制度がなくなりましても引き続き現行の体制は維持していきたいと、このように考

えております。 

２点目の国際科のカリキュラム作成委託と市採用の英語教員のかかわりでありますが、こ

のカリキュラムの作成につきましては、今年度中に完成させる必要があります。したがいま

して、市教育委員会の管理指導主事、学習指導センターの指導主事と、専門的な知識を持っ

ている業者とで進めながらこのカリキュラムは作成してまいりたいと、このように考えてお

ります。 

ただ、４月以降実施していく中で、市が雇用いたします英語の講師というふうな方々もこ

の事業に大きくかかわっていただくわけでありますので、その後の見直し、あるいは必要な

追加というふうなことが出てくるとすれば、市が雇用します独自の英語教員、そして現場の

学校、そして教育委員会で十分協議しながら必要な見直しは行っていきたいと、このように

思っております。なお、このカリキュラムの中には基本的なプランに加えまして、この地域

の独自のプラン、例えば市内の四季の変化ですとか、自然や文化、人物などといったものを

できるだけ盛り込みたい、このような考えでおります。 

続きまして学力テストに対する評価と結果を受けての活用方法ということでございました

が、繰り返しになりますがこの調査の目的は２つありました。一つは全国的な教育のレベル、

これを検証する。これは国の大きな目的でありました。もう一つは各教育委員会、学校それ

ぞれが自分のところの例えば弱点、つまづいているところ、こういったことをきちんと把握

して改善を図るということがあったわけであります。 

そこで今回の調査の結果、私どもも良いところ、悪いところいろいろあることがわかりま

した。いわゆる学力の部分とは外れますけれども、例えば小学校も中学校も朝食を食べて登

校するという子どもの割合はこの地域は高いということがわかりました。これはいいことで

ありましたが、一方では小学校段階でも家の人と学校での出来事を話し合うという割合は、

この地域が全国よりも低いという結果も出ました。 

また、今回は国語、算数、数学だけでしたけれども、この２教科についていえば、この教

科の学習に対する意欲という部分でも、全県、全国に比べてやや低いという、そういう結果

であります。また、いちばん残念だと思ったのは、自分には良いところがあると思うという

割合が、これが全県、全国よりも低かったというふうなことであります。もう一つは１日の

学習時間がこれはもう本当に少ない。こういう非常に残念な結果も出ておりますが、しかし、

いずれにいたしましても私どもの管内の子どもたちの、あるいは家庭の状況ということが把

握できたということにつきましては、観点では非常に有益だったなとこのように思っており

ます。 

そこでこのテストの結果をどういうふうに生かすかということであります。先ほども申し
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上げましたが、各学校では学校の状況、あるいはひとりひとりの子どもたちがどこでつまず

いているかという、そういう状況をきちんとこのテストを分析する中で確認していただいて、

そしてそれに対して適切な対応をお願いしたところであります。また、学習指導センターに

対しましては、小学校、中学校の教職員がもっと自信を持って授業の力をつけられるような、

そういう研修のあり方というふうなことも要請をいたしました。 

あと教育委員会でどうするべきかということがありますが、先ほど申し上げたことと重複

いたしますけれども、まず家の人と学校でのことを話す割合が低いというふうなことから、

あるいは自分には良いところがあると思う割合が低いというふうなことを重要に、深刻に受

け止めまして、学校でも家庭でもこういったことに適切に対応していただくような、何がし

かの教育委員会としてのメッセージを出したいと、このように考えておるところでございま

す。以上でございます。 

○寺口友彦君  それでは再質問させていただきます。 

１ 保健・医療・福祉について 

まず学童保育でありますけれども、ＮＰＯの定款の中にも学童保育に限ったことでない、

前回質問した内容でありますが、こういう目的を実行していく中で市は確かに指定管理者に

委託ということでありますので、その部分だけやっていただければいいということでありま

すが、この定款の目的のためにはやはり保育士であるとか、看護師、保健士、こういう市の

職員との連携が必要になるわけです。そうした場合は何年かかるかわかりませんが、平成２

０年度においてはこういう部分での連携を深めていくのだと。そして定款の目的に向かって

進んでいくというのであれば、そこら辺をこれから予算付けされるわけでありますので、そ

の辺についてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

それから病院についてでありますけれども、大和病院の院長さんとも話をした中で、なか

なか外来診療のみであると、経営的にそれは難しいのだという意見を聞かされるわけであり

ます。そうした場合は、どうしても入院が必要になるということになりますと、なかなか集

約したかたちで六日町病院にまとめるのだと言われても、やはり大和病院自体を入院を含め

たかたちで整備をしていくという方向が現場からの声であるとすれば、それはやはり市長は

後押しをするというかたちでやっていかざるを得ないのではないかと思います。そこら辺に

ついての市長のお考えを。 

２ 産業振興について 

有機センターでありますけれども、確かに必要な数量については今は過不足なくやってお

りますが、非常に米価が下落してくる。魚沼米であってもそのブランド力についてはやや価

格の面でかげりが出てきたかなと思います。そうした場合について、やはり価格の下落をと

どめるためには、こういう肥料を使ってやっているのだというところを戦略的に打ち出して

いかざるを得ないと思います。 

そのためには必要数に応じての生産ではなくて、私は戦略的にこれだけ投入するのだとい

うような考え方が必要だなと思います。そうなれば、今の有機センター一つで大丈夫なのか
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というのも含みますけれども、戦略的に数量を設定してやっていくのだということについて

の市長のお考えをお聞きします。 

４ 行財政改革・市民参画について 

次に野球場でありますけれども、私は教育センタ－運営委員をやっておりますのでその中

で出てきた考え方の方でいきますと、市長が言うように答申が出れば小学校、中学校それぞ

れを改修するという方向は出せるのだと。財源は確保できるのだとそういうふうに私は受け

取ったのですけれども、なかなか財政課と話をした段階ではそういうわけにはいかないので

すよ、ということを委員会の中で聞かされたわけです。 

そうした中で野球場建設ということが出てきたわけです。新聞発表でありますけれども、

野球場は８億円か１０億円くらいという金額が出ました。塩沢小中の給食それぞれの改修に

ついては大体同じくらいと、２つでですよ。同じくらいのお金がかかるだろうと言われてい

る中で、何で野球場の方にだけ先に確定をするというふうになるのかというのは、私はわか

らない。 

財政課では片一方。両方はだめですと言われていて、それから野球場はオッケーだとなっ

た。私はその優先順位の決め方がわからないということです。そこのところを市長、もう一

度お願いします。 

それから定員管理でありますけれども、平成１８年度の報告をいただきまして、時間外の

時間数でありますけれども、７８０名の職員で４万９,８８５.５時間という相当の数の時間

外の仕事をしているわけであります。そうしますと、これは民間でやっておりますけれども

私は日報というものを利用して、一人の人間が何時から何時までの作業をしているのかとい

うところの実態を把握して、残業などしなくても同じ市民サービスはこなせるのだというと

ころが出せれば、これは人員削減などしなくても人件費なんかうんと下げられるわけです。

こういうような面での定員管理といいますか、その部分の取り組みがまだまだなされていな

いのではないかと思うのです。 

うちの会派で埼玉県吉川市の方にちょっとお邪魔しました。その中では職員自らが事務事

業評価シートというのをつくりまして、非常にきっちりと残業しないと。そういうかたちで

もって人件費を削減している。人件費削減をしながらなおかつ定員を減らしていくのだとい

う方向を出しているわけです。そうすると今の仕事の実態を把握した中で、やはり一つのサ

ービス、１,０００万円かかるサービスですね。１,０００万円かけて２つ３つサービスをや

ればサービスそれ自体のコストは下がっているわけですから、私は１,０００万円かけたサー

ビスが１人でやるのか２人でやるのか、そこら辺は構わないと思っています。 

そういうかたちでコストを下げるのだということであれば、事務事業の実態をまずよく把

握をして、それに対応して定員管理をしていくのだという方向を打ち出すべきだと。それに

ついての市長のお考えをお聞かせ願いたい。 

５ 住環境整備について 

それから廃プラスチックでありますけれども、ごみの分別については結局そのごみの分別
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を始めたということは、溶融炉の延命策をどうするかということと、国の政策でやっており

ますバイオマスタウンですか、これについての資金を当市に導入するという、こういう２つ

の目的に集約されると私は考えております。そのためにある程度お金がかかって発泡スチロ

ールの処理をしているということであっても、溶融炉の延命のためにそれは果たしていいの

かどうかということを議論をしてやっていかざるを得ないと思っています。そういう意味で

この廃プラスチックというものが溶融炉延命とどういうふうにつながるのかということを、

市長のお考えをもう一辺お聞かせ願いたい。 

それからコミュニティというか、私道でありますけれども。市長のそういう方向であれば

ぜひとも早めに取り組んでいただきたい。地盤沈下区域だけではなくて、来年度から実施さ

れますコミュニティの創出事業の中にこれは絶対ぜひとも入れていただきたいと思っており

ます。屋根雪処理も含めまして、地域で高齢者の方とともに生きていくのだという方向で進

めていくというお考えということを聞きたい。 

３ 教育について 

教育でありますけれども、特別支援については平成２１年度についてだけはわからないと

いうことですけれども、努力をするということであります。ただ、文部科学省の方が、教職

ＯＢを含めて教員の方の増員を図っていくということを予算要求をしているわけですので、

こういう方向を見ながらこれを活用していけるのではないかというふうに思っております。 

国際科の教師でありますけれども、最初は臨時ということであります。私は一人の方に５

つの小学校の国際科をお預けするわけですから、これはやはり最低でも３年から５年くらい

は同じ方にずっとやっていただくと。そうしますと確かに時期的にもありますが、今からそ

のカリキュラム作成に携わっていただくという考えが必要だと思いますので、これについて

の教育長のお考えをお願いしたい。 

学力テストですけれども、当市の子どもたちの学力ということを見ると、やはり人前で意

見を言うといいますか、そういう力は弱いのだと。そういうところに集約されると思います。

そうすると、家庭に帰って家族とのコミュニケーションであるとか、そういうものは非常に

いいと思いますが、人前で意見を言う、そういう機会を教育委員会として作っていく方向は

どうかということで再質問を終わります。 

○市   長  再質問にお答えいたします。 

１ 保健・医療・福祉について 

最初のＮＰＯ、いわゆる学童保育の関連でありますが、当然市の職員も必要な部分につい

ては連携をしながらやっていくということです。ただ、予算的に、そのことによってそこに

常時配置をさせるということは考えておりません。予算上で例えば看護師が１名増員しなけ

ればならないとかそういうことはまだやっておりませんが、やっていく中でどうしてもそう

いうことが必要だということになりますれば、これはＮＰＯの方で用意していただくか、私

どもが用意するかは別にいたしまして検討しなければならないことだと思っております。今、

市の現有職員の中で対応ができるものというふうに今のところは考えておりますけれども、
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また支障が出ましたらその時点、その時点で修正はしていきたいと思っております。 

大和病院の関係ですけれども、以前１００パーセント門前診療という言葉が出ましたが、

１００パーセントも外来ばかりだという・・・外来を主にしてということを私は申し上げた

と思います。宮永先生ともそのことについては十分お互いの意思疎通ができているわけです

よね、事務長。それはちゃんとできているわけでしょう――緊急的に基幹病院にはちょっと

入れない。けれどもすぐ、ちょっと１日や２日入院させなければならないとか、そういう部

分についての対応はやっていかなければなりませんので。要は外来が主ということで、外来

に特化ということは私は確か申し上げていないと思うのですが、もし申し上げたとすれば、

そういうことではないということをご理解いただきたいと思います。 

そしてやはり２次医療の中心はこの六日町病院に移ると。これはもう明白な打ち出し方で

ありまして、これについても病院関係者の皆さん方とは――皆さん方と言っても院長先生で

ありますけれども、きちんと同意ができて、その方向で今進んでいるというところでありま

すのでまたよろしくお願いしたいと思います。 

２ 産業振興について 

有機センターの件ですが、供給が今でも確かいっぱいいっぱいなのですね。ですので数量

的に明示をしてこれだけという部分は、もう今のところ確か有機センターの機能ではこれが

頭打ち。それから機能ばかりではなくて原料として出てくる部分、これの確保も非常に苦慮

しているところでありますので、機械の性能、供給さえあればもっともっとやれるのだとい

うことなのか。――では原料供給の方に意を注いで、とにかくこの有機肥料は使っていただ

くように、議員おっしゃったように市としても一生懸命宣伝しなければなりません。 

そういうことがブランド力をあげるいちばんのやはり手段といいますかでありますので、

これは一生懸命取り組みますが、具体的な数量を今、明示するというところまで至っており

ませんので、またよく検討させていただきます。 

４ 行財政改革・市民参画について 

先ほども触れました給食センター等の問題です。ミニ、いわゆる塩沢小学校、中学校を一

体化した給食センター。これはご承知のようにもう予算計上しているわけです。２０年度、

２１年度建設という。その他の各自校方式の分については、まだもう明日から使えないとい

う状況ではありませんので、当面今の使える状況でありますから使っていっていただきます

が、検討委員会の中での結論がどう出るかということの見極めが一つと、市の方の考え方も

あるわけですので、これらが決着しないうちに予算計上はできないということであります。 

財政課で両方はだめだというのは何を言ったのかちょっと私はわかりませんけれども、当

然ですが塩沢の給食センターといいますか、今の自校方式の部分を全然構わないでおくなど

ということは全く考えていません。当然２７年度のところまでまだ入っていないのですね、

今。２０、２１、２２まではミニが入っていまして、それ以降の１０年後の部分についても、

それは検討事項であります。ですから財政処置、いわゆるお金がなくてそちらへ向けられな

いけれども野球場を作ったという考え方では全くないということだけは、それはご理解いた
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だきたいと思います。まだそういうことを決定するに至っていません。詳しいことはもし必

要でしたら教育長の方から答弁させます。 

超勤。これは私もちょっとその必要性を感じておりまして、特に超勤時間については今後、

１カ月間の超勤の上位者、３０名になるか５０名になるかわかりませんが、これを人事の方

でまとめていただいて、私、そして副市長がそれをきちんと検証しながら、ある一定のとこ

ろに集中しているとかそういう部分が出れば、それは当然そこの課の人員配置に問題がある

のか。あるいは課長、係長の指導的な部分に問題があるのか、個人に問題があるのかという

のが把握できますので、まずそこから始めようと思っています。 

むだな超勤は絶対してもらいたくないということは常に言っておりますけれども、実態把

握がちょっと遅れていることは事実でありますので、人事係の方ではもうつかんでいるのか

もわかりませんが、それはまだ私の方にあげてきたこともありませんので、先般それをあげ

るように指示をしたところであります。 

そしてこの効果はやはり常に残業が人についてまわるという部分も、昔はなきにしもあら

ずだったのです。今はまだわかりません、私は。そういうことの解消も含め、やはり本人も

これはもうきちんとチェックをされているのだという、その意識。それから課長、係長につ

きましては、やはり残業は命令でしてもらうものですから、要はやはり職員の仕事の進捗状

況をきちんと把握しながら残業命令を出す。ただ、そういうことが行き届かないで個人がや

るという場合もあるわけですけれども、それについてもやはりきちんと把握をしていただか

なければならないわけです。いつ残業していたかわからないけれども、していたなどという

話では困るわけですので、そういうことをやります。 

それから退庁時間をすべて、５時１５分以降――６時以降か、裏口から出ていく。表は閉

めますので、６時以降はすべて宿直室の入り口のところに退庁時間を書くようになっていま

すので、それらとの整合性も図りながらきちんとした管理をしていきたい。議員のおっしゃ

るとおりでありますので、そこでどれだけのまた効果が出るかわかりませんが、そういうふ

うにやっていきたい。 

そして定数管理そのものも、おっしゃったように１,０００万円の部分で、それを２人でや

ろうが３人でやろうが１人でやろうが同じことではないかと言いますけれども、そうではな

いわけであります。やはり１人の能力を最大限発揮してもらってという部分になりますと、

やはりこの程度の時間であればやはり１人でやってもらうとか、そういうことの中からきち

んとした定数管理をやっていかなければなりません。人数そのものは最終日の全員協議会の

中でまたお示しいたしますが、まだまだ相当削減しなければならないということだと思って

おります。 

５ 住環境整備について 

廃プラの関係ですが、この溶融炉。今年一部を委託をいたしました。このことによりまし

て、おかげさまで故障というのはほとんど見られなくなりました。ただ、極めて複雑なシス

テムでありますので、これはちょっとまた油断をすれば大きな故障も出るというおそれもあ
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りますので、これは気をつけてやりますが。廃プラが炉に与える影響は、きちんと指摘をさ

れておりまして、要は燃やせば燃やすほど炉を損傷するということであります。ですので、

極力、プラスチック類、廃プラ類は焼却しないように、溶融しないように努めていますけれ

ども、全くないということにも至っていませんが、適量、この程度までならいいという数値

は出ていないと思います。極力、プラスチック類は入れない。そういう方向でこれから市民

の皆さんにもまた分別化をきちんと呼びかけていかなければならないと思っております。 

市道認定の関係であります。これはコミュニティのパイロット事業でやれるかどうかは別

にいたしまして、まず先ほど言いましたが、今、把握しているのは旧六日町のまた旧地域、

地盤沈下区域のみはきちんと把握してありますけれども、市内全体にそういう道路がどの程

度あるのかという、この把握をまずやらなければなりません。それを把握したうえで、では

どうしても必要な道路はどうだろう。これもまた検討していきますのでそのコミュニティに

限らず、市の方できちんとした管理をやらなければならない部分も出ましょうし、そうでな

い部分も出ましょう。ですので、これはコミュニティ事業に該当をさせることは全く異議は

ありませんけれども、何でやっていくかというのはこれからのちょっと検討課題にさせてい

ただきたい。とにかく早急に取り組みますのでよろしくお願いいたします。 

○教 育 長  ３ 教育について 

特別支援につきましての再質問でありますが、ご指摘にありますように国の政策の動向を

しっかり見ながら対応していきたいと、このように思います。私ども南魚沼はおかげさまで

近隣の他の市町に比べますと、この分野で随分と手厚い人員の配置をしてもらってきました。

今の私どもの市の体制に届くほどの国の政策展開があれば、まことに嬉しいわけであります

が、そうでないにしましても何とか現状の体制は維持していきたいと、このように考えてお

ります。 

それから２つ目でありますが、ご指摘にありますようにこの教育特区につきましては、来

春はまず５つの小学校でスタートしますが、その後は順次拡大してすべての小学校でやりた

いと、こういうふうに考えております。そうしますとその際にある程度の役割がこういった

方々にかかるということも考えられます。しかし、今の制度の中で正規の職員としての英語

講師の採用というのは非常に無理がある。このことについてはなにとぞご理解を賜りたいと

思います。 

なお、今、申し上げましたが、５校に拡大していくという考えでありますので、当初のカ

リキュラムのままでいいのか、あるいはどういうものを追加してらいいのか。そういった部

分につきましては実際に指導にあたっていただく英語講師、あるいは学級担任の皆さんと十

分意見交換をしながら見直しは進めてまいりたいと、このように考えております。 

それから３点目でありますが、ご指摘ありました人前で意見を言うということが非常に弱

い。これは意見を言うだけではなくて、文章に書くということも非常に弱いのであります。

まるばつといいますか、計算して答えを書くというふうなことはほぼ全国レベル並みにでき

るのでありますが、答えの正解が決まっていないところにきちんと、どちらが良い、悪いの
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判断を示してその理由を書くというふうなことになりますと、極めて弱いという実態であり

ました。したがいまして、人前で意見を言う、あるいは自分の考えを持つ。そういったこと

の訓練をやっていきたいというふうに思っております。 

なお、国際科というふうなものを新設するということの大きな理由の一つに、自分の考え

を持つ、自分の考えを積極的に他の人に伝えようとすると、そういう力を伸ばしたいという

ことも含んでおりましたので、これだけではなくて他の教科におきましても、他の活動にお

きましても、自分の考えを持つ、自分の考えを発表するという力を着実に付けていけるよう

な、そういう取り組みをやっていきたいと思っております。 

それから市長の方から話が出てきた部分でありますが、給食施設の関係であります。市長

からもありましたように、今現在、学校給食の運営委員会で検討中であります。そこの委員

会での検討の結果を待って、また教育委員会としては市長にいろいろ要請をしていきたいと、

このように考えているところであります。以上であります。 

○寺口友彦君  それでは再々質問させていただきます。 

２ 産業振興について 

有機センターの問題でありますが、原料の供給さえできれば増産体制に入るということで

ありますけれども、我が市の持っている有機センターはやはり匂いというそういう部分で非

常に今風でないといいますか、部分があるわけです。そうするとバイオマスタウン構想等も

ありますけれども、別の原料を利用して別のかたちで有機センターを作って、別のかたちの

有機肥料を作っていくという、やはりそういう方向も考えていく必要があると私は思ってい

ます。それはブランド力強化の他に、やはりごみの分別ということが結局は私たちが住んで

いる環境の整備につながるのだということの一つの流れの中でできると思いますので、それ

についての市長のお考えはいかがかということであります。 

４ 行財政改革・市民参画について 

定員管理についてでありますけれども、簡素で効率的な組織ということをつくるのが全国

の自治体の使命でありますが、私は簡素というのはやはり事務の手続きが簡単ですぐにやっ

てくれる、サービスを提供してくれる。それが簡素であると思っております。人間の数が減

ったら簡素というのではないと私は思っております。効率的というのはやはりコストの面で

すね。一つのサービスに対するコストが下がっている、それだと思います。したがって何人

でやろうが一つのサービスに対するコストが下がっているのであれば、私はそれで結構だと

いうふうに思っておりますので、その点についての市長のお考えをもうひとつお願いしたい。 

３ 教育について 

これは教育長の方にですけれども、平成４２年には我が市は都市計画マスタープランによ

れば人口が５万２,０００人というわけです。少子高齢化ということは本当に大変な事態にな

っているわけですが、今から２０年先であります。２０年先を見越した教育環境、ハードも

ソフトも含めた、そういうふうな整備というものに今から取りかからなければならないと思

っております。教育的見地からこれは必要なのだという面で、市長に今、物を言っていただ
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きたいのであります。そういう長いスパンで見たときの教育長の教育に関する整備といいま

すか、お考えを聞いて再々質問を終わります。 

○市   長  お答えをいたします。 

２ 産業振興について 

有機センターがらみのバイオマスタウン構想でありますが、私のこのバイオマスタウン構

想のいちばんのねらいは、森林資源を有効活用して林業が業としてやっていけるような方向

にもっていきたい、その一つの手段をこのバイオマスタウンに求めようと思っているところ

であります。ただ、他のことを全然しないかというとそうではありません。すべて市内のい

わゆるバイオマスの資源を把握して、何がどれに生かせるかとこれをまず把握しなければな

りませんので、この調査から入るわけであります。実は今、近畿大学の田中教授から農業関

係についてのバイオマス部分の提言的なことをいただいて、今年２回か３回、先生から来て

いただいていろいろお話ししていただきました。 

この方は農業部門でバイオマスをきちんとやっていきたいと。それについて市ではどうい

うことができるのか。あるいはどういう資源があるのか。そしてどういうかたちでもってい

ければ、これがそれこそまた産業として成り立つような方向にいくのかというようなことを

今、研究をしていただいているところであります。これと合わせてバイオマスタウン構想を

きちんと仕上げていかなければならないわけであります。とにかくまだ下水道汚泥とかいろ

いろな部分で使える部分というのは相当出てくると思うのです。これを例えば有機肥料なら

有機肥料にどう結びつけられるか。どういうふうに生産できるかと、ここを検討しなければ

なりませんが、有機肥料をある程度生産して土に返して、この市内の農作物がすべてそうい

う安心安全な方向できちんとやっているということを打ち出すのは、これはやはり私たちの

責任だと思っています。 

そういう方向に向けて検討をこれはさせていただきますが、どこまでという部分はまだち

ょっとお答えできなくて申しわけございませんが、いろいろ検討させていただこうと思って

おります。 

４ 行財政改革・市民参画について 

それから定数管理の件で、基本的には考え方は同じわけなのですが、ただただ人数を減ら

したからそれが定数管理かというと、そういうことではないということを私も十分存じあげ

ておりまして、それがために忙殺されるような職員が出てはまた困るわけであります。そう

いうことではない、コスト意識もきちんと自分で考えながら、そして私たちも把握をしなが

ら適性な定数管理に務めていきたいと思っております。これは基本的な理念はおっしゃると

おりだと思っておりますので、よろしくお願いいたします。あとは教育長の方でお願いしま

す。 

教 育 長  ３ 教育について 

非常に大きな質問をいただきましたので、今必死になってメモをとったところであります

が、２０年先を見据えた教育環境の整備ということでございます。まず一つは家庭教育、あ
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るいは幼児教育、この充実が上げられると思います。私も教育長になりましてから子育ての

講演会というふうなものを主催したりしながら何回も聞かせていただきまして、つくづく自

分の子育てについても反省をしたところであります。 

今いちばん・・・まさかそんなことはあるまいと思っておったのですが、実は結構いるの

だというふうなことを聞かされて驚いているのが、例えば赤ちゃんにミルクをあげながら目

はテレビに釘付けになっているお母さん。あるいは携帯のメールを打ちながら赤ちゃんにミ

ルクをあげているお母さん。こういった方々が現実におられるそうであります。これでは子

どもは、本来自分はここにいて大事にされているんだという、そういう実感を持たないまま

に育ってしまうというおそれがあります。そんなふうなことが起こらないような、そうする

ためにはまず例えば中学生の段階あたりから親になるための教育と、こういったことも必要

なのだろうと思います。 

しかしまた一方、各学校におきましては、これまでも言われておりました知、徳、体。そ

して多くの議員の皆さん方からご指摘をいただいております食育というふうなことも含めな

がら、次世代を背負っていく若者を育て、そのことによって次世代親になったときの心構え

というふうなものを身につけていただくというふうなことで取り組んでまいりたい。そのた

めの、十分とはできないと思いますができる限りの基盤づくりに邁進したいと、このように

考えております。よろしくお願いいたします。 

○議   長  質問順位５番、議席番号２番・今井久美君。 

○今井久美君  地域開発センター等の管理運営方法と地域コミュニティ事業について 

通告にしたがいまして地域開発センター等の管理運営方法と地域コミュニティ事業につい

て伺います。午前中の答弁の中で、地域コミュニティも来年から全地区で、開発センター方

式で取り組む。また地域コミュニティ事業の中で、支えあう社会を目指したいと、こういう

答弁がありました。想いは同じなのだろうと思います。ただ、私は今まで六日町で行われて

きました開発センター、この力は落としてはだめだとこういう観点から質問をさせていただ

きます。 

 我々議会も含めた地域、地方、公共団体の役割について地方自治法第１条の冒頭に、国の

役割と分けて次のように明文化されております。「地方公共団体は住民の福祉の増進を図るこ

とを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとす

る」とあります。我々の役割、つまり仕事と言っていいと思いますが、この議場におられる

すべての方々の仕事の目標が、この条文に明記されているわけであります。 

私も少し法律をかじった者として、法律は刑法を除いて時として柔軟な解釈もされ、その

時代の人々が心豊かに生活できるよう運用される必要もあります。例えば先日ようやく改

正・施行された「被災者生活再建支援法」の個人住宅、いわゆる個人資産への公的資金の拡

大投入であります。被災地において住宅を早期に再建させないと復興後の地域経済、コミュ

ニティが崩壊してしまうからであります。 

私が今回の通告文の中で各地域の運営について最も難しいと表現をしたのは、市民の方々
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が日々の生活の中で直接その変化を肌で感じるからであります。法律の条文がどうであろう

が、人々の地域における繋がりが最も重要であり我々の仕事の基本であります。 

 私の住む五十沢地域は、三国川に平行して走る県道落合六日町線に沿って細長く集落が点

在しております。上流の集落から下流の集落まではかなりの距離があります。公民館、五十

沢分館の方々が年間行事で取り組んでもらっているふるさと祭り、運動会、文化芸能祭など

の大きな行事には多数の人が集まり、久しぶりに会う人、お互いの健康を気遣う会話や、子

どもの事、仕事の事いろいろな話が弾みます。 

分館の方々のほか当日の会場周辺の交通誘導のため早くから警備していただく交通安全協

議会の方や、商工会、健全育成会、観光協会、ＰＴＡ、消防団など多くの団体が地域行事の

度、協力していただいております。行事当日になるまで夜仕事が終ってから何回かの打ち合

わせ、また当日の早朝からの準備、終ってからの片付け、本当に大変な活動だと思います。

今の時代はどなたが活動しても動いても等しく経費がかかります。それらを全く抜きにして

自分の住んでいる地域のために活動していただいているわけであります。 

今年も地元消防団と８月１６日のふるさと祭り花火大会を警備しながら、例年同様たくさ

んの花火が五十沢の夜空に広がったことに安堵いたしました。議員になった年、商工会の方

から１０年後にはこの五十沢に店が１軒もなくなるのではないか、そう心配している話があ

りました。あの時はぼんやりととらえていましたが、今はかなり現実的に考えなくてはなら

ない状況だと思います。五十沢全戸を回っても高齢者世帯、もう誰も住んでいない家などが

多くあります。 

建設業界にいた頃、埼玉・群馬・長野・上越・県央地域など広く仕事で歩きました。そこ

で必ず見かけたのが、腰を九の字に折り曲げ地面を這うように歩き、ときどき手提げ袋を持

った両手を下げ、腰を伸し伸しバス停に歩くじいちゃんやばあちゃんがいました。戦中戦後

の苦しい中を一生懸命家族のために働いて社会を支えてきた方々です。老人クラブの寄り合

いに行くのか病院に行くのか、少しおめかしをして歩いていました。 

しかし最近どこに行ってもその姿をあまり見かけなくなりました。多分、私の母がそうで

あるように自宅で介護を受けているか、ほかの介護施設におられるのだろうと思います。頑

張ってきた老後、同世代の人と旅行や趣味を楽しむなどの少しの幸せを感じることもできず、

時間が過ぎていくことは残念なことであります。 

最近老人クラブの運営も、役員の方々の努力にもかかわらず難しくなっていると聞きます。

地区老人クラブふれあい大会で懇談中、「おまえももうすぐ会員だぞ」と言われ、そんな年齢

に近づいていることを自覚しました。元気で車の運転もできる頃はいいのだろうと思います

が、目も足も思うようにならなくなったとき、回りの仲間から声をかけられたり誘ってもら

えなくなったら寂しい老後だと思います。 

先日「田んぼと森の命の祭り」があり、講師の星川さんの話の中に「限界集落」という言

葉がありました。そうなっていったのはみんながまいた種だと、こういう話でした。地理的

要件からそうならないように、私は思われますが、定住人口が減少していることは間違いあ
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りません。認知症の先進地の話もありました。全国の小学校で不審者、思わぬ事件が発生し

たとき、地域のみんなで登下校も注意して見ていこうという話もありました。 

しかし、行政がいくら呼びかけても予算を多く盛っても、地域の繋がりがなくなった状態

に陥れば、多分誰も参加しないのではないでしょうか。人々の地域の繋がりが少なくなって

くると災害に対しても心配されます。阪神の震災、中越、中越沖地震においても本格的に組

織された救助隊に助けられるより、近所の人から早期に助け出された例が多いと聞きます。 

市長所信表明の中で要援護世帯の除雪援助について、除雪業者と委託契約を結んで準備を

進めているとあり、よいことだと思い期待をしております。しかし、除雪業者の多くが建設

関連の方々だと思います。あの２～３年前の豪雪のときと比べて建設労働者は極端に少なく

なっております。ハローワークに行っても関連の求人は全くありません。受注が少なかった

り不安定なので、正規雇用はほとんどおらず労働力は各社共通の感じもいたします。会社は

あっても労働者はいないこともあります。豪雪時には公道の除雪、ＪＲ、ＪＨ、公共施設の

除雪で人手がなくなるのが今まででした。今はさらに除雪する人が少ないと思われ心配され

ます。 

そのとき、やはり地域の人たちです。各組織、団体であります。県が重機を対応してくれ

て、業者が間に合わないところを区長、民生委員自ら、また地域のオペ経験者を探して対応

したところも多くありました。それら団体の事務も含めすべてのことを掌握してきたのが五

十沢開発センターです。今回の質問で五十沢のことだけ言っておりますが、城内、大巻地区

も同様な管理運営方法がとられてきましたので事情は近いと思います。内容について正確に

把握しておりませんので、五十沢のことを中心に話をしました。また、市の担当から直近に

各団体に説明があったばかりであり、地域の総意を聞き取った内容ともなっておりません。

私が、開発センターの管理運営方法が現状から新制度へ移行すると、今まで培ってきた多く

のことが継続できなくなると危惧しているからであります。そして人々の結びつきもなくな

っていくような気がするからであります。 

所信表明で触れていただいたように、今、五十沢地区には小学校の統合の話があります。

そのことについて２つの保育所の保護者、２つの小学校のＰＴＡ、中学校のＰＴＡの方々が、

子どもたちの将来のことを念頭に真剣に取り組んでもらっております。今後の取り組み、五

十沢全戸配布のアンケートの検討、取りまとめ方法など、各々仕事が終ってから相談をして

きたと聞いています。この次の世代の方々が地域全体を考えながら話し合っている姿を見て、

地域における大きな希望が見えてきて、我々もさらに努力が必要だと感じているところであ

ります。 

以前、開発センターの宿日直の廃止に関連して一般質問をしたことがありました。塩沢地

区が警備会社管理で何ら問題ないと。そして警備会社管理になり、その警備会社管理も７月

１日から中止となり、そして今度はセンター長の常駐も危ぶまれる新制度案の提示です。 

そしてその理由の最大要因は経費削減、人件費の抑制であるといいます。我々の役割、仕

事から考えて逆だと思います。六日町、塩沢、大和それぞれがコミュニティ施設の管理運営
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方法が違っていて、これを標準化していかなければならないこと。市の財政が本当に苦しい

のは、大方の市民が理解しているところであります。 

しかし、新制度移行案は全く逆の発想だと思います。質問の冒頭、我々の仕事の話をいた

しました。行政を自主的かつ総合的に実施するその基本として、住民の福祉の増進を図るこ

とを最大の目標として執行されなければなりません。財政面からいえば、本庁方式の機構改

革がなされた行政本体をさらにスリム化し、反面、住民の福祉の増進を図るため各地区のコ

ミュニティは本年度からのパイロット事業の成果も組み入れ、さらに充実させる必要がある

と思います。そのため旧六日町で実施されてきた開発センターを中心とした地域コミュニテ

ィは成果を収めており、ほかの地域においても早くその形となるよう指導していくことが重

要だと考えます。 

今までの市長答弁の中でも、旧六日町の開発センターをモデルに、という発言もあり期待

しております。高度成長の時代と打って変わって今の時代、日本の舵取りも南魚沼市の舵取

りも、どなたがやっても大変きびしく難しい時代です。既に来年度の改選に向け出馬表明を

された市長でありますから、地域コミュニティについても継続的な考えを持っておられるこ

とと思いますので、基本的な考えを伺います。 

○市   長  地域開発センター等の管理運営方法と地域コミュニティ事業について 

今井議員の質問にお答えいたします。地域開発センターの管理運営と地域コミュニティと

いうことであります。地域開発センターの管理運営につきましては、９月の定例会で高橋議

員にお答えをした経過がありますが、各地域の現状を踏まえつつ地域コミュニティ活動の活

性化、管理者の有効活用、機会の均等これが図られる方向で統一化できる方法を検討してい

きたいということであります。 

実施にあたりましては当然でありますが、今ご指摘いただいたように組織・団体の運営が

それによってできなくなったとか、そういうことはあってはならないという基本的な考え方

であります。そういう趣旨を踏まえて、先般六日町地域の３地区、五十沢、城内、大巻の議

員の皆さんにも若干の考え方の説明、そして関係団体と話し合いを始めたところであります。

これはでき得れば来年度からという私の思いもあったわけですが、そういう観点から来年度

は移行期間、そして２１年度からスムーズな移行へ向けてやっていきたいということであり

まして、業務的な部分を縮小させようとかそういうことを考えてのことではございません。

一つは行政主導から、やはり地域の皆さん方から主導していただく方向へ移行していきたい

と。そのバックアップを行政がしていくという形を取りたいわけであります。 

 そこで具体的には各地域のセンター管理業務、これを地域コミュニティ創出パイロット事

業というふうに位置づけまして、施設の管理業務――これはコアであります。中心部であり

ますけれども――それを現在の大和と同額の年間例えば９０万円なら９０万円、これは管理

部門ということであります。それに分館事務、区長会の事務あるいは地域コミュニティ業務

を上乗せしていく。そしてその上乗せ業務の受託状況によって加算をしていくと。こういう

方法で新しいセンター長を配置していきたいということであります。 
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適任者がいますれば分館長と公民館長、これは兼務をしていただく方法もいいのではない

かということで。試算上であります。試算上は大体新センター長の賃金といいますか、受託

――これは業務の内容によって違いますけれども、大和方式的にやっていればそれは９０万

円ぐらいですね。今まで９０万円。ですのでその部分を９０万円から１９０万円ぐらい。あ

とはさっき触れましたように地域コミュニティ事業の中で上乗せをしたり、また必要部分を

上乗せしたりということです。今現在、六日町の３地区で行っております青少年の健全育成、

あるいは交通安全協議会、いろいろな業務、事務を開発センターで受けてやっていらっしゃ

るわけですけれども、これはやはりある程度各団体からの負担もいただきたいということで

考えたところであります。が、性急に事を運べないという部分もありまして、来年度はそう

いうことも検討しながら移行期間としてスムーズに移行できるようにやっていきたいと。 

ご承知でありましょうけれども、塩沢では全く今までそういうことがないわけですので、

これをまたどうするかというこの問題も残るわけであります。やはりある意味ではどこの地

域も均一化できればと思っております。その大きな柱といいますかやり方の一つとして、地

域コミュニティ創出パイロット事業を十分活用していただきたいと思うところであります。 

本年度この地域コミュニティに取り組んでいただいた大崎、大巻、塩沢これは各地区にで

きました地域づくり協議会ということで事業を実施していただいておりましても、初年度で

ありますからなかなかどういう成果がパッと出たか。あるいは、どういうところがまずかっ

たかというのは出てくると思うのですけれども、成果的にすぐパッと出るものだかどうだか

はわかりませんけれども。今、実際行っていただいている地域からは、ある意味ではやりが

いのある部分もあるというようなお話を伺っておりますが、これはもうちょっと総括してみ

なければわからないわけであります。でき得れば来年からは全地域で取り入れていただきた

いと。 

ただ、この地域づくり協議会という部分は、現在行政区長さんが主になっている所が大半

だと思っております。そうしますと行政区長さんというのはそれこそ大半の所が１年交代で

ありまして、これがやはり地域づくりの協議会的なものが１年でころころと交代されたので

は、なかなか継続性も持てません。そういうその人員構成からの脱却もできれば図っていた

だきたいということでありまして、連携する団体、これもちょっと増やしていかなければな

らないかなと思っております。 

これ今それぞれのところにお願いしているわけですが、どうしてもやれということは私は

申し上げておりませんで、とにかく取り組める地域は取り組んでいただきたいと。無理やり

やってくださいとは一切申し上げませんということは言っておりますが、今のところ１２地

域の内１１までめどが立ったのかな。そうですね、１１まで。 

旧六日町のここの中は非常に組織体としても大きいし、それから旧六日町の３地区でやっ

ていたような活動実績もなかったということの中で、そういう部分についてはですけれども。

敬老会事業的な部分でこの地域コミュニティ創出パイロット事業をちょっとやってみようか

というような気運も今出てきておりますので、何かをきっかけにして育てていきたいなと思
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っています。旧六日町は若干そういう面では取り組み方がほかの地域とは異なる部分が出る

かわかりませんけれども、ほかの所は一応今、取り組んでみようということでご理解いただ

いているところであります。 

議員おっしゃっていただいたように、やはり１２の地域の結集体が南魚沼市であります。

ここにやはり力をつけていくというこの方向に全く変わりはありませんが、やり方等につい

て、またご意見、ご要望あるいはご提言等があったらお聞かせいただければと思っておりま

す。基本は行政主導から民間主導、市民主導という方向に切り替えていきたいと。それがい

ちばんの基本線でありますのでよろしくお願い申し上げます。 

○今井久美君  地域開発センター等の管理運営方法と地域コミュニティ事業について 

今、進行中でもありますし、私たちに話をしてもらったときは早急の話のようでしたが、

ちょっと見直し期間を置くと。こういう継続中ですので、私はあえてここで質問にとり上げ

て、またぜひ慎重に取り扱っていただきたいとこう思っております。本当に市長さんも六日

町のご出身で、開発センター云々をいろんな意味で見てきた方だと思います。 

今も合併してからいろいろ縮小していくような感じをみんなが持っています。何かあった

ときは、やはりそこへ寄るように私らももう生活の習慣の中でなっていますので、この力が

落ちていくことは、地域のみんながこれから寄り合いする場所、また組織が出来にくくなっ

てくると、こう思います。来年度からは大河ドラマを含めて国体に向けても、大きな行事が

組んでおります。そんな中でどうしても行政の皆さんだけでは取り組めない、やはり地域の

皆さんから応援をいただかなければならない、そういう部分が多数でてくると思います。 

そして先ほど市長さんの答弁にあったように、行政は職員数も含めてさらにスリム化して

いかなければならない、こういうことだろうと思います。そして地域が動く、南魚沼市が大

きな行事も含めて動くときは、やはりその市の考え方が地域の隅々までいきわたって全員で

また動けると。そういう形が理想なのだろうと思いますし、私たちの仕事の基本だろうと思

っています。これからもまだ時間があるようですが、ひとつ慎重に考えて、皆さんの声を聞

いて取り組んでいってもらいたいと、こういうことでお願いをして質問を終わります。 

○議   長  質問順位６番、議席番号２０番・牛木芳雄君。 

○牛木芳雄君  清津川への試験放流について 

一般質問を行います。清津川への試験放流についてであります。ご承知のように東京電力・

湯沢発電所それから石打発電所の発電に伴いまして清津川から取水をし、そして発電を終え

た水を魚野川に放流をしているわけであります。歴史は古うございまして大正３年にこの清

津川から水の使用許可が下りて、その後大正１２年に湯沢発電所が運転を開始したわけであ

ります。このときから魚野川に水が放流をされている、こういうことであります。 

清津川からの最大６.１２１トン、これは三俣の取水場のところにきちんと許可表示がされ

ておるわけでありまして、皆さんもご覧になった方があろうかと思います。これを取水をし

まして導水管によって湯沢発電所、石打発電所と使用して魚野川に放流をしているとこうい

うわけであります。 
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水利権の更新が昭和１９年、それから昭和５０年そして平成１７年と３回あったわけであ

ります。この１７年の更新について清津川水系の皆さんより大きく取り上げられ、清津川の

河川環境の回復を求めて大きな住民運動へと発展したと私は思います。 

 私の認識が間違っていればご指摘をいただきたいわけでありますが、清津川に水を放流す

ることについて魚野川水系と清津川水系の皆さん、なかなか話し合いがつかず、南魚沼市長

そして当時の中里村長、お二方で県のほうに話し合いの場を設けていただきたいと、こうい

うことで意見の一致が見えるようにとお願いをした。そして現在のこの両水系で協議会を作

っている。試験方流量を決めたのだ。私はこのように理解をしているわけでありますけれど

も、この試験方流量を通じて環境やあるいは水の利用状況を調査をして、その結果によって

今後の試験方流量を決定していくのだろうとこのように思います。 

過去７回にわたってこの協議会が開催をされました。非常に活発な議論が展開をされてき

たと思うわけでありますが、この議論を踏まえて先般第７回の会議で水文調査報告というも

のがありました。水文学という学問があるとありますけれども、地球上の水の状態やあるい

は水の循環、この立場で研究をする学問だそうであります。まだまだこの調査は続くものだ

ろうと思います。が、今回のまとめとしてこの水文調査の検証結果というものが出ました。

これによると、端的に言うならば一部満足していない部分もあるが、ほぼ満足をする結果と

推定されたというふうに結論付けているわけであります。水文学上は、ですよね。これにつ

いて市長の今後のスタンスをお伺いしたいとこのように思っているわけであります。 

 そこで一番目の質問でありますけれども、今回の試験放流は５年間をめどにして、いろい

ろな試験や検証をした。そしてどういう言い方になるかしれませんけれども、恒久的な法令

になるのか、私はよくわかりませんけれども、これを決めていくものだというふうに思いま

す。それで今までの議論を通じて市長はどのように感じているのか。まず１点これをお聞か

せいただきたいと思います。 

 ２番目でありますが、魚野川水域にとっては大事な水資源であるわけであります。古くか

ら耕作のための灌口的な水利権もありましょう。そして先人たちが国の許可を得て水利権を

得たわけであります。これは清津川の水が魚野川に入っている、このことを前提とした水利

権であります。このことによって、当時の国策とも相まって改善をし、そしてそのことによ

って生計を立て耕作をし今日まできているわけであります。それだけでも中央土改で７４２

ヘクタール、塩沢東部土改で４１８ヘクタール。保水供給的な農地も含めるとその面積はも

っともっと増えてくるのではないかと私はこのように思っているわけであります。常に満々

と水をたたえている魚野川のように見えますけれども、実は綱渡り的な年も多々あるわけで

ありまして、決して楽な水事情ではないとこのように思います。 

そこで、現在今試験放流をしている水量、これ以上の水量の増加、これは、私は承服しか

ねると言いたいわけでありますけれども、市長はいかがお考えでしょうか。 

 ３番目であります。十日町の市民の皆さんは非常に関心が高い。特に一般の市民といいま

しょうか、直接農業あるいは農業関連の産業に携わっていない皆さんも大きな関心を持って
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いるわけであります。 

それは、この問題の大きな争点を向こうの皆さんが環境問題というふうにとらえているか

らだと私は思っているわけであります。何回か協議会が開かれました。傍聴者の数も非常に

多いわけであります。しかも傍聴者の比率としましては、十日町側の住民の皆さんが多い。

こちら側の傍聴者は土改関係の皆さんが多いように私は感じるわけであります。 

 今、環境の時代とよくいわれますけれども、環境も非常に大切であります。大事でありま

すが、そちらの方にばかりシフトをしていくとこの水利用という立場にたって考えますと、

どうも水利用のことがないがしろにされやしまいかと私は危惧しているわけであります。議

論の方向があまり適当な表現ではないとお叱りを受けるかもしれませんけれども、水の利用

から環境問題へとすり替えられようとしている感が私はあるのではないかというふうに思っ

ていますけれども、市長はどのようにお考えかお聞かせをいただきたい。壇上からの質問を

終りたいと思います。 

○市   長  清津川への試験放流について 

牛木議員のご質問にお答え申し上げます。清津川の試験放流についての部分の評価を問う

ということでありまして。まず１番の現在までの調査結果、これに委員としてどう感じてい

るかということであります。ご承知のように清津川と魚野川流域における試験放流の実施に

よる評価・検証を行うために平成１７年７月に「清津川・魚野川流域水環境検討協議会」が

設立されまして５年間の試験放流が開始されたところであります。放流水量は０.３３４～１.

０５６、平均いたしますと０.５６１トン／セコンドということであります。 

ここで１２月４日第７回の協議会が開催されまして、試験放流による清津川・魚野川流域

の水環境変動について水文調査検討チームから報告がなされました。議員おっしゃったよう

に報告によりますと、国土交通省・東京電力が行った清津川・魚野川の測定によって、両流

域とも「河川維持流量及び生物生息条件」をほぼ満たしているとの結果報告がなされました。 

これはまあ私たちはそれはそれで満足をした。十日町側といいますか清津川の方も、この

結果としては確か満足であったかどうかは別にして、異論を唱える声は一切ございませんで

した。ただ、ほぼというのは今、議員おっしゃったように、水深においてほんの数ミリ程度

足らない時期があるとかそんなことで、大勢に影響はないというそういうことでありまして、

大きな環境的に非常に厳しいとか生物生息条件が非常に厳しいということは、全く見当たら

ずにそういう報告がなされております。ですので私どもは試験放流、まだあと２年――ちょ

っと前段に触れますが、試験放流をこの量で５年間やろうということは、当時の私と中里村

長の山本さんと、そして県が立ち会って、量は０.５６トンそして期間は５年ということをき

ちんと定めて、その後この協議会が設立されたわけであります。しかるに清津川流域の皆さ

ん方は、始まったもう翌年からでしょうか、もっと水をいっぱい流してみろとかいろいろの

お話をされてきました。そのつどちょっと激論になりましたけれども、そういうことで始ま

ったことではなくて、こういう約束だと。そしてその結果によってまた協議しようというこ

とではないかということで、私どもも相手方に反論はしてきたわけですありますが、なかな
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か理解を得られないという部分もございますけれども。今回の水文調査によりまして０.５６

トンという平均的な水量を放流することによって、環境的にはほぼ問題がないという結論と

はいいませんけれども部分が出たということでありますから、私は非常にこの結果には評価

も与えたいと思いますし、満足しているところであります。 

ただ、これででは終わりかといいますとそうではありませんで、先ほど言いましたまだ後

２年。では渇水期にはどうなるのかとか、しかも魚野川そのものもご承知のように例年２月

がいちばんの渇水期であります。この時期には坂戸橋付近ではもう水深がほとんどないとい

う状況もありまして、これ以上例えば清津川の方に試験放流を増やしますと、魚野川の水環

境もおかしくなると。これは環境的に清津川ばかりの問題ではないわけでありますので、そ

ういうことも理解を求めながらやっていこうと思っております。 

そして恒久的な――いずれまたこれは水利権更新のときはまた同じ問題が起きるわけであ

りますので、そういうことをずっと争いをしていても、私たちはそれは望むところではあり

ませんし、これは清津川流域の皆さんも同じだと思います。 

では恒久的な解決法があるのか。あるかないかをまず探らなければなりませんし、あった

とすればそれが可能かどうか。ここを検討することもこれはやぶさかではありませんという

ことを、前回の協議会の際に私が発言をいたしました。 

それをまたちょっと曲解をして、そういうことをやっているからなんていうことが向こう

側の新聞にはだいぶ出ましたけれども。それは当然お互いが、どういう方法をとれば、これ

は抜本的な解決策になるのかと、これは模索さなければならないわけでありますから。十日

町側の有力な方とも、そういうことをお互いに模索していこうということで話し合いはして

いるということを申し上げたところであります。 

 これ以上の放流、増水は承服しかねると。全くそのとおりであります。今、結果的にはほ

ぼ出ておりましたので、これ以上の量を清津川の方に放流するということは、全く私は考え

ておりませんし、東京電力さんも当然でしょうけれども考えていないと思います。清津川流

域の皆さんは、そうでなくてもう全量返せとこういうことですから、どの程度増やしてやっ

てもこれは解決する問題ではないということであります。 

先ほど触れましたように維持流量や生物生息条件はほぼ満たされるということであります

から、これ以上の増量はしなくても私はいいものだという考え方です。ただ、あと２年間の

検証期間があります。先ほど触れましたようにこの間に特別な渇水があったとか、そういう

ときはお互いが融通しあって必要な水をお互いで融通しあおうということをしてありますの

で。恒久的なものではありませんので、ずっとこのままいくということではありませんから。

そういうことで切り抜けていけるのだろうと思っておりまして、これ以上の増量については

同意をするつもりもありませんし、こちらから提言をするつもりもございません。 

 ３番の市民の関心が薄いということであります。確かに清津川流域の皆さん方は、水利権

更新すべて、更新そのものに反対をしているわけでありまして、全量を返せと、こういうス

タンスにほとんど凝り固まっているということですから。協議会の中にも相当多くの皆さん
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方に動員をかけてお出でいただいているということであります。 

私どもの方は、何ていいますか主に農業水利、このことがやはりいちばんの問題点といい

ますか心配事でありましたので、これの確保にまず努めると。ここに力点をおいておりまし

たので、おのずとそういう関係の皆さん方が協議会に傍聴におい出になるということです。

全く１０対１だか９対１だかわかりませんけれどもそのくらいの割合で、傍聴者数はそうい

うことであります。 

私どもこれをもっともっと市民の皆さん方に呼びかけて、例えば協議会にもっと傍聴して

もらいたいとかそういうことを特にやろうとは思っておりません。ただ、そういう必要性が

生じるような事態になれば、これはもう下流は川口町まで全部巻き込んだ私どもの協議会で

ありますので、変な話ですけれども動員をかけろと言えば３倍も５倍もの動員数は確保でき

ると思いますし。ただ、そういうことまでするつもりは今ございませんけれども、事態によ

ってはそういうことが必要なのかもわかりませんが、現状では関係機関と一体となって適正

な水利権を確保されるように、保障されるように粛々と対応してまいりたいと思っておりま

すのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○牛木芳雄君  清津川への試験放流について 

毎回毎回、協議会が開かれるたびに膨大な資料が提示をされて、そして今市長おっしゃっ

たように両方の皆さんで議論をしているわけであります。これはインターネット上にみんな

アップをされているわけでおられます。私は今市長が言ったように、非常に頑張っていただ

いているというふうに思っているのです。 

ずっとこの間議事録を見てみました。今、市長が言ったように、平成１８年１０月５日第

４回の協議会で十日町の市長が１年、２年経たないうちに、放流量を見直してはどうかとい

うふうな発言をして、この時に市長は強い口調で反論しているわけです。これは絶対だめだ

という発言をしているわけです。土改代表の梅沢理事長も市長と同じ考えを持っている。私

は本当に気を強くして感謝をするわけでありますが。 

発電ガイドラインができまして、それにそって清津川の方にも放流をしているわけです。

向うの方の皆さんに配慮をして、水のいる時期あるいはいらない時期、先ほど市長が言われ

ましたように平均するとそういう量でありますけれども、多いときは１.０５トン以上もして

いるわけです。 

そういうことをしながら水文学的には一定の評価を得たわけですから、私はこれ以上向こ

う側に放流する必要はないのだろうというふうに思っています。清津川の方の皆さんの右岸

でしょうか、開田をした所が。昭和４４年に１.２トンの許可を得て開田をしたわけ、これは

とうに魚野川に放流して、今ある水で許可をしたということですから。それで十分足りてい

るから県が１.２トンの水利権を与えて、清津川から水をくみ上げて開田したとこういうこと

ですから。私どもの中央土改あるいは塩沢東部の問題とは本質が違うというふうに私は認識

をしているわけであります。ぜひ頑張っていただきたいとこのように思っているわけであり

ます。 
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 それで今市長がこう言われましたから、我々もきちんと市長の発言をバックアップしなが

ら、この地域で農業を営むものとして最大限の頑張りを示したいというふうに思っています。

思っていますが、環境問題として向こうの皆さんが大きく取りあげている。今、環境といわ

れるとややもするといちばん最優先をする話題といいますか、そういう懸念があるわけです。

これにやはり押し切られてしまうと困ってしまうがなというふうな感じを持っているわけで

ありますが、その辺そこの１点をお聞かせいただきたい。 

○市   長  清津川への試験放流について 

牛木議員の再質問にお答え申し上げます。今、議員おっしゃっていただきましたように、

清津川は昭和４４年でしたか桔梗原頭首工という所から、新たに１.２トンでしょうか、約７

０メートルでしたか揚水しまして、そして上の開田地域に水を取っているわけです。当時で

すから当然水量が確保できて河川環境にもそう問題ないということで水利権許可が出たと思

っています。ですから清津川の皆さんには若干冗談ながら、桔梗原の取水を一時止めてみて

下流にどういう影響が出るかを見た方がいいのではないか、というようなことをちょっと申

し上げたこともあるのですが。それを言うとまたいらぬ論争の種になりますのでそう申し上

げてはおりませんが、そういう実態もあります。 

 それからもう１つですね、これは私は当時立ち会ったとかそういうことではありませんの

でわかりませんが、湯沢の清津ダムの建設問題の際にも清津川流域の皆さん方は、清津川に

は水はもう十分過ぎるほどあると。だからダムはいらないと。こういう主張をずっとしてい

ったということを、当時そこに立ち会って清津ダム推進の協議会の会長をしておられました

前小千谷市長の関広一さんからも伺っております。 

ところがまた今回こういう問題が起きてきている。ですから一歩も引くな、なんて激励い

ただいていますけれども、一歩も引くなということではなくて、私どもも水があれば清津川

の方にも水が回ればそれがいちばんいいわけですから。試験放流をやりながらきちんとした

実態をつかんでいこうということであります。先ほど触れましたように、もう今の０.５６ト

ンという水量でほぼ満足できるという１回目の結果は出ました。あと２回３回とこれを調査

していきまして、また最終的な部分が出るわけですけれども。またその頃はもう水利権更新

になってしまうのです。また新たな問題が起きかねないというそういう懸念はしております。 

そこで環境問題に大きくシフトしていると。ただ、これが水環境検討協議会ということに

なっておりまして、当然農業水利も含めた川の環境、水の環境ということですから。今は水

文調査チームが調査していただいたのは生息条件とかそういうことです。ですからやはり水

環境でしょう。ただ、これがこれ以上そちら側にずっと大きくシフトをして農業用水、農業

水利のことが一顧だにされないなんていうことには絶対なり得ませんし、させないつもりで

あります。 

これは委員の先生方も、農業水利専門の玉井先生とかそういう方もいらっしゃいますし、

県のほうも河川管理課あるいは農地計画化ですか、農地部分も出ております。そして私ども

も互いに清津の方の土地改良区、あるいは私どもの方の土地改良区の皆さんも出ていただい
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ておりますので、環境問題に特化をしてそちらの方に議論がリードされていって、農業水利

を疎かにされるということだけは絶対しませんし、ならないと思っております。そういう強

い決意でまた臨ませていただこうと思っておりますので、皆さん方からも絶大なご支援を、

このことについてはよろしくお願い申し上げます。 

○牛木芳雄君  清津川への試験放流について 

ありがとうございました。それで環境の問題ですけれども、２回目の会議でしょうか、公

開ヒヤリングみたいなものがありました。水環境もよろしいのですけれども、全体の環境と

して大事なコウモリが棲んでいる地域だからというそういう環境まで持ち出してきた。 

中にはあそこに水力発電こそ、環境問題と言いながら――今回の中越沖地震が起きる前の

発言ですからどうなのでしょう。あそこに巨大な原発があるし火力発電所もあるから、もう

あそこの水力発電の役割が終ったようなことまで言って、環境問題を唱える方もありました。

私はこうなってみますと、原発なんて環境問題にいちばん逆行するのではないかというふう

に思っているわけでありますが。 

ああいう巨大発電所を持っていながらなぜここへ、こんな小さな水力発電にこだわるのだ

かというようなニュアンスの発言もありましたから。あまり今、市長言いましたように環境

に特化しないように頑張っていただきたいというふうに思っています。意見を申し上げまし

た。 

○市   長  清津川への試験放流について 

東京電力さんが水力発電、確かに微々たるものであります。ただ、湯沢町全体をカバーで

きている電力量だそうでありますから、少ないといったって８千世帯、１万世帯分ぐらいで

しょうか。そこで私どもも東京電力さんのほうに確認をしているわけでありまして、してい

るというかもう回答もいただいていますが。 

今おっしゃったようにほんの微々たるものに何でこだわるというそういう議論もあるけれ

ども、東京電力さんは水力発電所についてどう考えているのだということでお尋ねを申し上

げた。東京電力さんも今は国をあげて、いわゆる火力発電そういうものを少なくして、クリ

ーンエネルギーの発電をやりなさいと。それは数値が示されているわけです。それが達成で

きなければほかの所からそれを買いなさいと、そういうふうに言われているわけであります。

ですから非常に重要なクリーンエネルギーの発電所なのです。小さいとはいいながら。 

ですからこれを縮小したり、廃止をしたりという方向は全く考えていないということも明

言をいただいておりますし、私どももそれは要請しているところでありますので、それは万

般心配いらないだろうと思います。ずっと先のことはちょっとわかりませんけれども、今の

ところはそういう状況で進んでおりますので、またご理解をいただきたいと思います。 

○議   長  暫時休憩といたします。休憩後の再開は３時１０分といたします。 

（午後２時５１分） 

○議   長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後３時１０分） 
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○議   長  質問順位７番、議席番号 4番・高橋郁夫君。 

○高橋郁夫君  小中学校のパソコン更新について 

それではただいまより通告にしたがい一般質問をさせていただきます。このたびの質問は

今年度より２２年度までに整備される小学校、中学校のパソコンの更新についてお伺いいた

します。導入されてから５年から８年経過するパソコンの順次更新と、教職員へのパソコン

の整備を行うため今年度当初予算において、小学校、中学校、施設設備等を整備事業として

あわせて６,４００万円余りの予算で執行されましたが、その内容と今後の整備の進め方につ

いてお伺いいたします。 

 私はこのたびの教育用パソコンの更新、また、教職員への配備につきましては大変すばら

しいことだと思っております。特に教職員の配備につきましては、情報管理の問題で以前に

ニュースにもなりましたが、当市でも現在個人のパソコンを使用している現状から考えます

と、今後起こり得ることであり、一日でも早く整備していくことが必要だと思っております。 

そこで今後の学校用パソコンの更新計画を見ておりますと、２０年度に６校で経過年数は

５年、２１年度には更新なしで、２２年度に８校でそれまでの経過年数は５年～８年であり、

教職員の配備につきましては最終年度の２２年で計画されております。また今年度整備され

たパソコンの経過年数は７年目、８年目のものが各２校ありました。パソコン自体の耐久年

数は一概にはいえませんが、教職員への配備を優先に考えるべきではないかと私は思います。 

また、現在当市の財政は大変厳しい中でありますので、子どもたちを教えるためのパソコ

ンにどこまでの機能が必要かを検討し、少しでも安く整備できる方法を取り入れていくべき

と考えます。こういったことを踏まえ質問させていただきます。 

 まず１件目といたしまして、今年度は４３５台の更新をされましたが、今後２０年度～２

２年度までに教育用、教職員用それぞれ何台の更新を予定されているのかお伺いいたします。 

 ２番目といたしまして、今年度の整備については５年間のリースで契約したと伺っており

ますが、パソコン本体の１台当たりの年間リース料はいくらでしょうか。またリース料に対

するリース料率は何パーセントでしょうか。また買取りの場合はいくらでしょうか。お伺い

いたします。 

 ３番目といたしまして、保守・サポート体制については現在定期巡回月２回、定期点検・

保守年３回の体制で行っているということですが、年間の委託料はいくらでしょうか。また、

実際に学校側から修理の依頼は１８年度に年間何件あったのかについてお伺いいたします。 

 ４番目といたしまして、一般的にはリース契約とすることで経費として処理できる企業は

別といたしましても、買取りの方が有利と考えられますが、このたびリース契約をした最大

の要因は何か。また買取りとリースのメリット、デメリットはどんなことが考えられるのか

お伺いいたします。 

 ５番目といたしまして、現在当市にある南魚沼地域職業訓練センターにおいては買取りで

整備されております。一般の訓練生に対する教育パソコンですが買取り価格は１台６万８,０

００円ということで伺っております。買取りとした理由は経費節減のためであります。また、
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大手企業でもリースより買取りに移行している企業もある中、当市でも今後は買取りの方向

で検討されるべきと考えられますが、市のお考えをお伺いいたします。以上で壇上からの質

問を終ります。 

○市   長  高橋議員の質問の答弁は、教育長をもってさせますのでひとつよろしくお

願いいたします。 

○教 育 長  小中学校のパソコン更新について 

高橋議員の質問に対して答弁を申し上げます。お話にありましたように、旧３町の時代か

らそれぞれリース契約を結んで配置しておりました教育用パソコンが、契約期間を満了して

まいりました。それにあわせて多少期間を過ぎたものも含めまして、３つのグループに分け

て更新をしようという計画でございます。ご指摘ありましたように１９年度には７校で２４

３台、中学校５校で１９２台の合計４３５台を更新したところでございます。 

２０年以降もお話ありましたように、２０年に小学校で１３５台、中学校で４６台、合計

１８１台を計画しております。そして２２年度には小学校８校で２２０台、そしてこの年に

あわせまして全教職員への１人１台の端末の貸与をやりたいと。また、あわせて学校間のグ

ループウェア、教育支援ソフトウェアの導入をやりたいとこういう計画であります。 

 教職員への配備を優先せよというご指摘でございますが、いろいろ研究しなければならな

い課題がまだまだございます。例えば今ご指摘のように１人、ほぼ全員が自分のパソコンを

持ちこんで仕事をしておりますし、それをまた通勤の際持ち歩いているという実態がありま

すので、非常に危ないといえば危ない状況であります。 

しかし、端末を全員に貸与いたしましても、私ども市の行政職員のように一切持ち歩いて

はいけないという今の規制をそのままかけますと、結局は学校で居残り時間が延びるだけと

いうそういう問題もあります。 

したがいまして、これがいちばん大きな課題になっているわけでありますが、今申し上げ

たようなことをどういうやり方で――当然リスクは残るわけでありますけれども、しかしい

ちばんリスクを軽くして、しかもセキュリティを確保するというそういう方策、あるいはま

た大方の教職員との合意。こういったことをとにかく構築しなければいけないという考えで

ございます。 

私どもの最初の委員長になっていただきました升茂先生が、教職員へのパソコンの配備と

いうことを非常に一生懸命努力されたのであります。私どももその意思を受けて一生懸命検

討はしてまいったつもりでありますが、今申し上げたようなことが、なかなか教職員のパソ

コンを優先的に配備するということが実現できなかった最大の理由であります。また、こう

いう方法があるんだよというふうなことがありましたら、ぜひご教授いただきたいと思いま

すし、事情についてはご理解を賜りたいとこのように考えております。 

 それから第２点目でありますが、今年度契約の５年間リースの１台当たりの年間のリース

料ということであります。年間のリース料はパソコン１台当たり税込みで１８,７８０円でご

ざいます。なお、リース料率は１.７１パーセントでございます。買取りの場合には税込みで
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１台９１,５６０円というそういう機械をリースしているということであります。当然リース

料がかかるわけであります。料率、利息がかかるわけでありますので、５年間リースします

と買い取った価格に対しまして２,３４０円ほど高くなるという結果であります。 

先ほど職業訓練校では買取りだというお話でございました。なぜこっちはリースかという

ことでありますが。学校で使う場合のソフトの部分でいろいろなものが――何といいますか

１つ１つについては私は承知しておりませんが、いろいろなソフトが必要になります。そう

いったものもあわせて入れますので、職業訓練校で買われたときの価格とは若干の違いが出

てくるだろうとこのように思っているところであります。 

 ３点目でありますが、保守、サポート体制の関係であります。定期巡回で月２回、定期点

検、保守年３回という体制でやっているわけです。この年間の委託料でありますが、１校当

たり１９万円であります。平成１８年度には各学校からのサポート要請が２７６件でありま

した。なお、平成１９年度は４月から６月の３カ月でありますけれども、その間で１６１件

というふうな要請があったということであります。月平均では５４件でありまして、学校数

で割ると大体月に２回程度何らかの要請が行われているということであります。当然、頻繁

に要請をする学校と比較的要請の少ない学校があるということはまたご理解いただきたいと

思います。 

 買取りとリースのメリット、デメリットでございます。リースの場合のメリットというふ

うな感じで申し上げますと、技術革新が非常に早い分野でありますので買取った場合当然リ

ースと比べて金利の負担はいらないわけですが、機械そのものの技術の陳腐化というふうな

ことが早く進むというふうなこと。 

あるいは買取るとしますと、どうしても一時に大きな金額が必要になりますので、例えば

補助事業などがあって買取れる場合は別ですか、市債に、借金に依存しながら買取るという

ふうな形を考えますと、むしろリースの方がいいのではないかなとそんなふうな考えでおり

ます。 

また自動車などですと買ってしまえば比較的誰でも同じように使っていけるわけでありま

すけれども、この機械に関しましては、使い方のうまい人は苦なしに使っていけるのでしょ

うが、不慣れな人は割としょっちゅう、さっきの話ではありませんがメンテナンスの要請を

しなければならなくなるという場面も考えられますので、メンテナンスが一体となったリー

スの方が、各学校が使う際には使いやすいのではないかなとこんなふうに思っております。 

 それから今後は買取りの方向ではないかとこういうご指摘でありました。今ほど申し上げ

ましたが、買取る際に大きな予算を必要とすること、あるいはメンテナンスの契約をセット

のリース契約で比較的金利負担が低いことなど、また、学校での使い勝手というふうなこと

も考えますと、私どもとしては今後ともリースの方がいいのではないかなと、こんなふうに

考えておるところでございます。以上でございます。 

○高橋郁夫君  小中学校のパソコン更新について 

更新台数についてはわかりました。あとリース料についてですが、今、庁舎などで使われ
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ているリース料なんかももしわかりましたら年間のリース料をお願いしたいと思います。あ

とリース料率については１.７１パーセントということですので、一般的には２.９パーセント

ということだと思うので、大変頑張った数字ではないかなと思っております。 

また、教職員についてですが、今年整備された中で、４３５台でリース料が１８,７８０円

ということでした。今年は５カ月分という形で実質はリース料については多分３４０万円ぐ

らいしか出ていないと思いますし、全体的にも１,３００万円ちょっとだと伺っております。

その中で予算として６,４００万円あがっている中で、１,３００万円で今年はあがっている。

安く済んでいいということはあるのですけれども、先ほど言った教職員についてはまだいろ

いろな課題があるということですので致し方ないにしても、先ほどの買取りの面でも一度に

お金が要ると言いましたが、例えば買取った場合でもこの予算の中で間に合うのではないか

なと感じております。 

 あと保守、点検サポート体制が９万円ということですが、保守点検については必要だと思

っております。ただ、昨年２７６件あったということですが、この件については必ずしも学

校側からもう故障してどうだということではなくて、普通一般であれば電話のサポートぐら

いで済むような内容がほとんどだったのではないのかなという感じはするのですが。 

実質例えば買取ってやっても、今度は壊れた順番に替えるという方法もあります。私なん

か使っていますと、今既に１０年も経ったのを使っているのですが、どれほども壊れない。

壊れた順次に替えていくという方法もまた考えはできると思います。 

今後は買取りの方向でということですが、このたび学校サーバーを本庁センターサーバー

に移行することによって、５,８００万円もの削減ができたということでしたので大変すばら

しいことだと思っております。しかし、財政が厳しい中でもありますので、今後大型事業を

控えておる中削れるところは少しでも削っていく必要があるのではないかと思っております。 

この度パソコン整備計画における当初の予算、先ほど申したように６,４００万円ぐらいあ

ったのが４３０台の整備を行うということでしたので、私は買取りの方向で予算を組んだの

かなと思っておりましたらリースだったということでした。実行されたのはリース契約にお

いて５カ月分で、先ほど申したように１,３１４万円で本体リース料は３４０万円。これを１

年分としても全体で２,６００万円ぐらいだということです。そのうち本体リース料は８２０

万円でありましたが。 

あと２,６００万円ぐらいこの度の実行に足せば、例えば６８,０００円の現物を買うという

ことも可能であって、それを入れたとしても今年の予算内の４,０００万円ぐらいで済むわけ

です。必ずしも多額のお金が要るからということでデメリットの方でおっしゃったのですが、

実質予算を組む段階でもう２２年度までに整備できる予算組みであったと考えますので、そ

うであれば一時的に高額な資金が必要といっても十分買取っても大丈夫ではないかと思って

おります。 

買取りの方向に進んでいる所はいっぱいありますし、当市の職業訓練センターの６８,００

０円の買取りにしても、この金額でみますと先ほど５年間で９２,０００円ぐらいのリース料
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だったということですが、約２,５００万円～３,０００万円近くの削減が可能だと思います。

また、買取った場合は例えば普通一般的に言われるだめになったら替えていくという方法も

あるだろうし、確かに計画的にはならないかもしれませんがそれほど機能が悪いとも思いま

せん。 

それとあと小学生の教育用ということですので、どれほど機能を重視するかといえば、そ

れほど機能がなくても先ほどどんどんいろいろの新しい機能に変わっていくということを答

弁なさいました。最初パソコンが出た当時からすればすごく変わってきたと思うのですが、

これからはそんなに変わらないのではないかなと私は思っております。また、ソフトがそれ

ぞれ違うからということですが、ソフトの面からいえば９２,０００円のリース料に全く別に

なっておるわけだと思いますし、ソフトの面のあるいはまた別で考えられるのではないのか

なと思っております。 

 あと保守点検ですが、点検だけで機械が壊れた場合の保証は、多分リースでも今はないと

思うのです。そうであれば保守と保守点検のサポートというのはまた別に考えて、買取りと

リースでも、それは切り離して考えられるのではないかなと思っております。そういった点

で少しでも安く買い入れる方向を、今後は検討していくべきかなと思っております。何しろ

それぞれの地区も補助金なども５万円とか１０万円の削減を行っている中では、やはり例え

年間４００万円であろうが５００万円であろうが、何とか出せればまたそういった方面にも

振り分けることもできますし。ぜひ検討していただきたいと思いますが、よろしくお願いし

ます。 

○教 育 長  小中学校のパソコン更新について 

再質問にお答えをいたします。答弁の前に、先ほど私の答弁の中で申し上げた保守サポー

ト体制の年間の委託料は、私の発音が悪くて申しわけありませんでしたが、１校当たり１９

万円でございましたので、その点だけ確認をさせていただきます。 

いろいろお話がございましたが、これも先ほどお話ししなかったので大変恐縮でありまし

たが、１９年度につきましては教育用のパソコンの更新だけでなく、各学校に財務会計のシ

ステムとあわせてパソコンの端末を配備いたしました。そういった費用も予算の中では一緒

に見てあるということで６,４００万円。この４３５台のパソコンを入れ替えてあと余ったと

いうことではないということだけご理解をいただきたいと思います。 

 買取りかリースかということでありますが。私ども今までさっき申し上げたような考え方

でおりましたが、今後これからまた新たに更新する際には、議員からご指摘いただきました

ので、その特質について再度検討をしながら、市民の皆さんの税金を使わせていただくわけ

でありますので、少しでも安くあがれるような方向で努力をしていかなければならないなと

こんなふうに思っております。そんな観点で再度リースか買取りかということについては、

研究もさせていただきたいと思います。 

ただ、現状の地元のサポートの体制というふうなことで考えたわけですが、各学校のパソ

コンの使用に、本当に慣れた上手な先生もおられればあまりそうでない方も当然おられると
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思うのであります。そして子どもたちが予想外の使い方をしてしまったために、指導する先

生も自分がやっている分にはできるのだけれども、何でこうなったかわからないというふう

な場面も起こり得ると思うのです。 

そういうときに電話でのサポート体制だけではやはり不安だということで、駆けつけてい

ただくというふうなそういうサービスもお願いしているわけでありますが、そういうサービ

スが買取りの場合にもリースの場合と同様に行ってくださる業者の方々、あるいはそういっ

た技術を持っている方々が確保できるかどうか。そういったふうなこともまたあわせて検討

しながら。要は、眼目は大きなのが２つあると思うのです。ご指摘のように少しでも安く効

果を上げると、目的を達成すると。もう１つは何ために学校でそれを使わせているかという

両方だと思いますので、その辺のところも十分検討しながら対応を考えさせていただきたい

とこのように思いますのでよろしくお願いします。 

なお、私ども行政職員が使っておりますパソコンのリース料につきましては１.７４パーセ

ントだということで、こういうものも届きましたのであわせて報告をいたします。 

○高橋郁夫君  小中学校のパソコン更新について 

最後に、教職員のパソコンの整備を１日でも早く。課題はあるそうですが、早めに解決し

て、できるだけ早く整備をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議   長  お諮りいたします。本日の会議はこれで延会としたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定いたしました。 

○議   長  本日はこれで延会いたします。次の本会議は明後日１２月１９日午前９時

３０分当議事堂で開きます。大変ご苦労さまでした。 

（午後３時４０分） 

 


